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１  都市計画マスタープラン改定の趣旨 

 

「苫小牧市都市計画マスタープラン」は、平成 16 年（2004 年）に策定され、平成 23 年（2011

年）に一部改定されましたが、平成 34 年度（2022 年度）に計画期間が終了します。 

この間、理想の都市である「人間環境都市」の理念にもとづいて、都市の将来像を「産業と環境が

調和した生活の魅力と活力に満ちた持続的都市」と定め、まちづくりを進めてきました。 

一方、少子高齢化の進展、地球環境への関心や防災意識の高まり、財政的制約の顕在化など社会経

済状況が大きく変化してきており、とりわけ、増加傾向にあった苫小牧市の人口が、平成 27 年国勢

調査で減少に転じるなど大きな転換期を迎えています。 

こうした変化に的確に対応するため、まちの将来を見据えた新たなまちづくり戦略や目標を定め、

その実現に向けて市民と行政が協働しながらまちづくりを進めていくための行動指針として、都市計

画マスタープランを改定するものです。 
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２  都市計画マスタープランについて 

（１）都市計画とは 
 

都市は、多くの人が集まり、住み、様々な活動を行う場です。都市の魅力や活力を高め、安定的

に快適な暮らしを送るためには、ある一定のルールが必要になることから、都市計画制度が定めら

れています。 

都市計画は、計画的にまちづくりを進めるための制度で、都市づくりのルールや都市の骨格をつ

くるための方策、具体的な事業計画などを定めます。 

都市計画は複雑な制度で、他の様々な法律が定める内容と連携しているものですが、その内容を

簡単に整理すると次の３点となります。 

 

【土地の使い方に一定の制限を加えます】 

例えば、静かな住宅地の真ん中に大きな工場が建つのを防ぐために、住宅以外の建築を制限する

「土地利用規制」などを定めることができます。また、都市が無秩序に拡がるのを防ぐため、ある

いは豊かな自然や大切な農地を守るために、市街地として利用する区域と抑制する区域を明確に定

めることができます。 

具体的には、都市計画法において、制度を活用してまちづくりを進めていく区域を「都市計画区

域」として指定し、さらに都市計画区域を市街地として利用する「市街化区域」と、抑制する「市

街化調整区域」に区分しています。この区分は「区域区分」といって、北海道が定めます。 

さらに市街化区域においては、住宅地、商業地、工業地などの土地利用の方向性を 13 種類に区

分する「用途地域」を指定し、土地の使い方や建物の建て方のルールを定めています。 

 

【道路や公園、下水道などの公共施設を計画的に決めます】 

都市の中には様々な道路がありますが、都市の骨格となるような道路は、都市計画で位置付けて

骨格に相応しい道路となるよう整備したり、市民が快適な生活を送ることができるように、「ここに

は公園を整備します、下水道を整備します」といったことを、都市の状況を総合的に考えて決める

ことができます。 

 

【まちづくりに必要な事業を定め、計画的に事業を行います】 

新しい住宅地を作ったり、古くなった街を作り直すため、都市計画で開発などを行う区域を定め

ることで、まちづくりの事業を計画的に行うことができます。 
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（２）都市計画マスタープランとは 

①都市計画マスタープランとは 

都市計画マスタープランとは、「市町村が創意工夫のもとに、市民の意見を反映させて、将来都

市像や地域別の都市計画の方針をきめ細かく総合的に定めた、市町村の都市計画に関する基本的

な方針」であり、都市計画区域を有する市町村では、その策定が責務となっています。 

 

②都市計画マスタープランの役割 

【将来都市像の明示】 

目指すべき将来都市像を明示し、その実現に向けた都市計画の対応について合意形成を図って

いくことにより、市民の都市計画に対する理解が深められ、各種都市計画事業への協力や参加を

容易にする役割を果たします。 

 

【都市計画の整合性・総合性の確保】 

土地利用や都市施設、都市環境などの分野別計画を総合的に調整し、都市計画の整合性・総合

性の確保を図り、都市づくりに関する体系的な施策の推進に寄与します。 

 

【個別の都市計画の指針】 

市町村の定める個別の都市計画は、都市計画マスタープランに即したものでなければならない

ことから、都市計画マスタープランに示す将来都市像は、個別の都市計画が決定・変更されるべ

き方向を示す指針としての役割を果たします。 

 

③都市計画マスタープランの効果 

【市町村独自の都市計画課題、テーマへの総合的対応】 

都市計画マスタープランの策定により、今後のまちづくりをどのようにしていくのか、解決す

べき課題は何かを考え、具体的な課題やテーマを絞り込み、これからのまちづくり実現化のため

の全市共通の目標となる指針をつくることができます。 

 

【身近な生活環境の整備促進】 

都市計画マスタープランにおいて地域別構想を策定することで、日常生活空間について、地域

の視点からのまちづくりが図られることになります。 

 

【協働のまちづくりの契機】 

都市計画マスタープランの策定を通じ、市民と行政における「都市の目標像の共有化」が図ら

れるとともに、「市民へのまちづくりの啓発」、「都市計画に対する市民の理解、協力」などの契機

となります。 
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（４）対象区域と計画期間 

①対象区域 

対象区域は、苫小牧市の都市計画区域（38,800ha）で、市域面積（56,157ha）の約 7 割と

なります。 

 

②計画期間・将来人口 

都市計画マスタープランは、概ね 20 年後を見据えた長期的な取組であることから、計画期間は

平成 31 年度（2019 年度）～平成 50 年度（2038 年度）までとします。 

国立社会保障・人口問題研究所による推計では、苫小牧市の人口は平成 47 年（2035 年）で

155,212 人、平成 52 年（2040 年）で 148,083 人となっており、「苫小牧市人口ビジョン」

では平成 52 年（2040 年）で約 15 万人を維持することを目標に掲げています。 

以上を踏まえ、本計画における計画期間の将来人口は約 15 万人程度と設定します。 

 

【図表】苫小牧市の人口推移と将来推計（国立社会保障・人口問題研究所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「国勢調査」、国立社会保障人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」 

 

③改定時期 

まちづくりの理念や都市の将来像などは、都市計画マスタープランの根幹をなすものであり、長

期的かつ継続的な取組の柱としています。 

ただし、上位計画の改定や、社会経済状況の変化、まちづくりの進捗状況などに応じて、適宜柔

軟に見直すこととします。 
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（５）都市計画マスタープランの構成 
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１  これまでの都市づくり 

 

【都市づくりの黎明期と工業都市への出発】 

苫小牧市の都市づくりは、寛政 12 年（1800 年）に八王子千人同心と呼ばれた一団が警備・開墾

を目的に勇払原野に移住し、開拓が始まりました。 

明治 43 年（1910 年）に製紙工場が操業を開始したことにより、第一次産業から紙パルプを中

核とした工業都市として発展することになりました。 

 

【工業都市として更なる発展に向けた職住分離型の都市づくり】 

昭和 32 年（1957 年）に「苫小牧臨海工業地帯造成計画」が発表され、鉄鋼や石炭関連工業、化

学工業などの企業が立地する北海道の工業を支える中心地として位置付けられ、昭和 38 年（1963

年）に日本初の大規模な内陸掘込式人造港が開港しました。 

また、苫東地域の開発は、昭和 43 年（1968 年）に「苫小牧東部大規模工業基地開発計画案」が

樹立されるとともに、昭和 45 年（1970 年）の「第３期北海道総合開発計画」では、北海道におけ

る工業生産の飛躍的拡大と産業構造の高度化を推進するための重要な施策として位置付けられ、昭和

51 年（1976 年）に苫小牧港東港区が着工しました。 

東部における大規模な港湾と重工業を中心とした工業地帯の形成に伴って人口が急増し、1960 年

代頃から、良好な環境である西部において土地区画整理事業を中心に計画的な住宅地整備が進められ

るとともに、小・中学校などの公共施設の整備や都市基盤整備を進め、居住地（住宅地）と工業地を

分離する「職住分離」による都市づくりが進められました。 

 

【職住近接型の都市づくりへの転換】 

昭和 63 年（1988 年）の市の総合計画（基本構想）の改定において、社会経済環境の変化や市民

ニーズを受けて、これまでの「職住分離」から「職住近接」による都市づくりへと転換し、東部地域

の一部を住居系用途地域に変更した上で、沼ノ端地区における土地区画整理事業によって住宅地整備

が進められました。 

一方、モータリゼーションの進展やライフスタイルの変化に伴い、ロードサイド型の大型商業施設

の郊外立地が進み、苫小牧駅を中心とした中心部における魅力や活力が低下するとともに、東西方向

の通過交通と生活交通が混在することで、道路混雑が生じるなどの課題が顕在化してきました。 

 

【人間環境都市を目指した都市づくりの展開】 

平成 16 年（2004 年）に策定（平成 23 年（2011 年）一部見直し）された都市計画マスタープ

ランにおいては、「東西方向に長く伸びた、均質性の高い市街地」から「水と緑の軸線で囲まれた、個

性的で魅力ある市街地」へと都市構造の転換を目指すこととし、中心部における機能集積や活性化に

よる取組が行われるとともに、各地域の居住環境の向上に向けた各種事業の展開、また、東西交通混

雑解消に向けた円滑な道路交通網整備の推進、苫小牧港・新千歳空港・高速自動車道・鉄道などの交

通アクセスの優位性を活かした産業立地の推進など、「人間環境都市」を目指した都市づくりが進めら

れ、現在に至っています。  



第Ⅰ章 まちづく

12 
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２  現在の都市を巡る潮流と社会情勢の変化 

 

人口減少・超高齢化社会の到来、激甚化する自然災害への対応や地球環境問題など、都市を巡る潮

流や社会経済状況が変化しており、こうした変化に対応しながら、持続可能な「人間環境都市」の実

現に向けた都市計画が求められています。 

社会資本整備審議会（国土交通省）などにおける議論をもとに、今後の都市政策・都市計画を考え

るにあたって、求められる視点として、以下の７点が挙げられます。 

 

①人口減少・超高齢化社会への対応 

全国レベルで本格的な人口減少・高齢化が進む中、拡散した市街地において、低密度に人口が分散

する状況が進展すると、日常生活に必要なサービスを提供するためのコスト増大、公共サービスの低

下が想定されます。 

医療・介護・福祉、商業などの地域生活に必要なサービスが持続的・効率的に提供されるよう、都

市構造を持続可能な形に再構築していくことが求められるため、重層的かつ強靱な「コンパクト＋ネ

ットワーク」の形成を進めていく必要があります。 

 

②老朽化するインフラへの対応・都市経営コスト効率化の要請 

高度経済成長期を中心に大量に整備されてきた都市基盤などのストックが、市街地の拡大に伴って

面的に拡がりつつ、老朽化などが進んでおり、維持管理・改築更新費の増大が懸念されていることか

ら、都市経営コストの効率化が求められています。 

 

③自然災害リスクを低減する都市づくり 

近年、これまでの想定を上回る地震、津波、洪水などの災害が発生していますが、これらの自然災

害のリスクを低減するためには、危機管理体制の構築に留まらず、避難ルートや避難施設の整備など、

都市基盤整備の側面から、防災・減災対策や国土強靭化に資する都市づくりが求められており、ハー

ド・ソフトの総合的・効果的な対策を一層強化していく必要があります。 

 

④激化する都市間競争 

国際的な都市間競争力の激化と併せて、地方分権や規制緩和の進展により、国内の都市間競争も激

化しています。国内外の創造的人材を惹きつけられるような諸環境の整備や、アジア各国との国境を

越えた経済圏・観光圏としての取組などにより、都市の競争力を高めていくことが重要となっていま

す。 
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⑤地球環境・自然環境との共生 

限りあるエネルギー資源を大切にし、地球環境にやさしい生活を心がけることが求められており、

再生可能エネルギーの活用やリサイクルの推進など、環境との共生に向けて、環境負荷を低減する低

炭素社会形成への取組が必要とされています。 

 

⑥農地の転用・開発と都市からみた農のニーズの高まり 

食糧自給率向上や食の安全の観点から農業の重要性が再認識されているほか、農地について農業体

験の場や緑地としての機能を積極的に評価するなど、都市近郊や都市内における農の位置付けについ

て、総合的に検討することが求められています。 

 

⑦国民の価値観の多様化・技術革新・ライフスタイルの変化 

国民の価値観は、「物質的な豊かさ」よりも、「心の豊かさ」に重きを置くようになってきていると

ともに、生活環境としては安全・安心へのニーズが高くなっています。 

また、家族形態の多様化、住まい方の多様化に応じて、社会的コストの低減を含め都市政策も柔軟

に対応することが求められています。 
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②魅力的な中心部の形成 

市街地の拡大、郊外大型店の立地、ライフスタイルの変化などによって、中心部では、来店者数・

歩行者通行量の減少、大型商業施設の相次ぐ閉鎖など、魅力・賑わいの低下が進んでいます。 

中心部は、東胆振地域の中心都市における都心エリアであるとともに、これまでの苫小牧市の歴史・

文化を形成してきた拠点として、商業・業務機能、サービス機能などの複合的な都市機能の導入や、

人の交流・滞留を生む空間の形成など、魅力を高める方策やエリアマネジメント＊の実践が求められ

ています。 

 

 

 

■中心部の歩行者通行量の推移（10:00～18:00）   ■小売業・卸売業の店舗数・従業員・売上高の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：苫小牧市「歩行者通行量調査」              資料：経済産業省「商業統計」 
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④災害に

苫小牧市
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⑤多様な交通ネットワークの強化 

苫小牧市の市街地は東西に長く、国道 36 号や道道苫小牧環状線においては、広域的な通過交通と

生活交通が混在し、特に朝の通勤時間には、西部から東部に向かう移動が集中しており、道路混雑な

ど交通利便性の低下を招いています。そのため、広域的な通過交通と生活交通の分化を促進し、市街

地内の円滑な交通動線を確保することが求められます。 

また、地震・津波、火山、洪水・土砂災害といった災害緊急時における避難ルートを確保するなど、

市街地内の交通ネットワークの強化が求められています。 

さらに、今後人口減少に伴い公共交通利用者が減少することによって、路線バスのサービス水準が

低下し、さらに利用者が減少するなどの負のスパイラルに陥ると、公共交通を維持することも困難な

状況となることが想定されます。 

そのため、生活交通の維持・確保に向け、高齢者など自家用車を運転できない人の生活の「あし」

を確保しつつ、自家用車中心の移動から鉄道・バスなどの公共交通利用への転換や自転車利用を推進

することが必要であり、バス交通の利便性やモビリティ・マネジメント＊を強化することが必要です。 

 

■時間別交通量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：北海道「平成 21 年苫小牧都市圏パーソントリップ調査」 

 

 ■路線バスの年度別乗車人員の推移           ■年齢別交通手段分担率（平日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：苫小牧市統計書                        資料：北海道「平成 21 年苫小牧都市圏パーソントリップ調査」 

中央部 東部
市外
( 東 )

市外
( 西 )

西部

16,846

4,371

4,621

20,415

9,642

21,839

13,215

8,656

8,327
11,632 21,443

6 時～ 8時

68.9%

6.1%

11.9%

12.5%

6.3%

4.9%

5.2%

5.1%

0.2%

0.3%

0.2%

17.5%

82.7%

76.3%

75.9%

6.8%

3.4%

5.7%

4.0%

0.3%

1.3%

0.4%

1.1%

0.2%

1.4%

0.2%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5～14歳

15～64歳

65歳以上

全年齢

徒歩 自転車 自動二輪 自動車 バス ＪＲ その他

中央部 東部
市外
( 東 )

市外
( 西 )

西部

12,214

2,933

3,100

7,204

14,114

9,165

14,695

5,807

5,585
11,033 14,306

17 時～ 19 時

4,008 3,943
3,772 3,694 3,699 3,754 3,734
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0
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⑥国際競

苫小牧市
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【将来都市像】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

持続的な雇用が育む人間環境都市・苫小牧 

～産業と環境が調和し、生活の魅力と活力に満ちた持続的都市の形成～ 

苫小牧市は、総合計画（基本構想）において、目指すべき理想の都市を「人間環境都市」として

います。 

「人間環境都市」は、人間主体のまちであり、豊かな自然と調和した文化の薫り高く潤いのある

快適な環境の中で、すべての市民が持てる能力を発揮しながら、ともに生き生きと暮らし、未来に

向かってたくましく歩むまちです。 

この「人間環境都市」の実現に向けては、人々が苫小牧市に未来永劫住み続けられるよう、生活

の糧となる持続的な雇用の確保が極めて重要です。 

苫小牧市は、北海道の海の玄関口である苫小牧港と空の玄関口である新千歳空港を擁し、高速道

路をはじめとする広域幹線道路などにより、人流・物流の結節点にある道内屈指の産業拠点都市と

して発展しています。したがって、持続的な雇用の確保のためには、今後とも市街地に近接した豊

かな自然環境との調和を図りながら、既存産業の育成及び環境関連産業、IT 産業、食品関連産業な

ど新たな産業立地の促進に向けた都市基盤の整備が必要です。（【目標１】） 

一方で空洞化がみられる中心部においては、都市の魅力と競争力の向上に向けて、まちの顔とな

る都市機能の充実を進めるとともに、東西に細長く形成されている市街地の一定の地域ごとに医

療・福祉、商業、交流などの身近な生活利便機能が集積した生活拠点を形成することによって、新

たな雇用機会の拡大と誰もが都市的サービスを容易に受けることができる、生活の魅力と活力に満

ちた都市形成が必要です。（【目標２】及び【目標３】） 

また、苫小牧市は、産業拠点都市でありながらにして、錦大沼公園、北大研究林、ウトナイ湖、

弁天沼などの貴重な自然資源や、漁港、長い海岸線といった海洋資源を有しており、環境と調和し

た産業立地とともに、これらの資源を活かした交流エリアの形成により、交流人口の拡大と雇用機

会の確保を目指す必要があります。（【目標４】） 

さらに、市民が都市の歴史や文化、自然資源を大切にしながら、生活の魅力と活力に満ちたまち

を次世代に継承するため、自らまちづくり活動に参加し、持続的な都市づくりにつなげていく必要

があります。（【目標５】） 
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（２）まちづくりの目標 

【目標１】産業立地の促進に向けた都市基盤などの整備 

苫小牧市は、国際港湾、国際空港を擁し、さらには高速道路の I.C.や鉄道駅があるなど、優れた広

域交通結節機能を有しており、こうした優位性を活かしながら更なる産業立地を誘発する都市基盤

の整備を進めるとともに、これら産業に携わる人々の快適な生活交通の確保を図ります。 

 

 

①産業立地を誘発する都市基盤の整備 

＜具体的施策メニュー＞ 

 広域交通ネットワーク（自動車専用道路）の整備促進 

 都市の骨格や物流機能を支える主要幹線道路の整備・機能強化 

 東西交通の混雑緩和や移動の円滑化、津波避難などに対応した南北交通ネットワークの強化 

 港湾機能とアクセスの強化 

 空港機能とアクセスの強化 

 

 

②快適な生活交通の確保 

＜具体的施策メニュー＞ 

 日常生活を支える市内幹線道路・補助幹線道路の安全性や利便性、快適性の向上 

 東西交通の混雑緩和や移動の円滑化、津波避難などに対応した南北交通ネットワークの強化 

 だれもが安心して移動できる歩行空間のユニバーサルデザイン化の促進 

 自動車や徒歩による移動を補完する自転車走行空間のネットワークの形成 

 将来都市構造に対応した、持続可能な公共交通網への再編 
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【目標２】苫小牧市の顔となる都市拠点の形成 

苫小牧駅から国道 36 号沿道に至るエリアは、東胆振地域の中心であり、まちの顔となる「都市

拠点」と位置付け、未利用施設・未利用地の活用を念頭におきながら、公共施設の再編・集約化に

よる文化交流機能の導入や、業務・教育・宿泊・飲食機能などの立地誘導を図るとともに、魅力あ

る都市景観の整備などにより、都市機能の更なる集積と昼夜間人口の拡大、ひいては雇用機会の拡

大につなげていきます。 

 

 

①産業や生活を支える都市機能の再編・集積 

＜具体的施策メニュー＞ 

 商業・業務、ビジネス交流、観光・文化交流、宿泊、医療・福祉、子育て支援、高等教育など

の高次都市機能＊の集積促進 

 公共施設の集約化による新たな文化交流拠点（市民ホール）の整備 

 苫小牧市の魅力を味わうことのできる、魅力ある個店の創出と集積 

 苫小牧市の顔に相応しい、人を中心としたパブリックスペース＊の創出 

 都市拠点に隣接する利便性を活かした都心居住の推進 

 商業関係者や市民・企業・行政が連携したエリアマネジメントの推進 

 

 

②広域交通結節機能の強化 

＜具体的施策メニュー＞ 

 苫小牧駅の駅前広場の機能再編・強化とともに、旧バスターミナル・周辺施設を含めた駅周辺

の一体的な再整備の推進による、広域交通結節点の再整備 

 歩行空間のユニバーサルデザイン化の推進と多様な交通手段の乗り継ぎ利便性の向上 

 都市拠点と各地区の拠点を結ぶバス路線の充実 

 苫小牧駅から新千歳空港へのアクセス強化 
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【目標３】身近な生活利便機能が集積した生活拠点の形成 

東西に細長く形成されている市街地の一定の地域ごとに医療・福祉、商業、交流などの身近な生

活利便機能が集積した生活拠点を形成し、これらが公共交通によりネットワークされることによっ

て、新たな雇用機会の拡大と誰もが都市的サービスを容易に受けることができるまちづくりを実践

していきます。 

生活拠点の形成を進める場所としては、既存の生活利便機能の集積の程度や交通利便性、背後地

の人口集積などから、明徳町、日新町、三光町、沼ノ端駅周辺の４地区とします。このうち、沼ノ

端駅周辺は近年人口の伸びが顕著で、近隣に多くの企業が立地しているとともに、今後の産業立地

を支える役割を担うと考えられることから、中心部の都市拠点機能を一部補完する位置付けで拠点

整備を進めます。 

 

 

＜具体的施策メニュー＞ 

生活拠点 

(沼ノ端駅周辺) 

生活拠点 

(明徳町・日新町・

三光町) 

 商業、医療（病院）・福祉、教育、コミュニティ・交流

機能などの生活利便機能の集積 
○  

 商業、医療（診療所）・福祉、教育、コミュニティ・交

流機能などの日常生活を支える生活利便機能の集積 
 ○ 

 商業・業務施設、宿泊施設など、近隣の産業や雇用を支

える都市機能の集積と高度化 
○  

 子育て支援機能と地域交流機能を導入した複合施設の

整備 
○  

 公共交通（鉄道・バスなど）の乗り換え拠点の整備 ○  

 公共交通（バスなど）の乗り換え拠点の整備  ○ 

 市営住宅の計画的な維持・更新 ○ ○ 

 サービス付き高齢者向け住宅や若者向けの民間賃貸住

宅の整備 
○ ○ 

 地域住民が立ち寄り、集まりやすいオープンスペース＊

の整備 
○ ○ 

 生活拠点におけるバリアフリー化の推進 ○ ○ 
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【目標４】貴重な自然資源・海洋資源を活かした広域的な交流エリアの形成 

苫小牧港漁港区周辺やふるさと海岸は、港町を感じられる貴重な資源であり、集客機能の充実や

環境整備、イベントの開催などにより、市民はもとより交流人口の拡大と雇用機会の確保を図って

いく必要があります。 

苫小牧市の良好な自然資源である錦大沼公園周辺、北大研究林周辺、ウトナイ湖周辺、弁天沼・

勇払原野周辺を、自然の保全と調和した利活用を行う観光交流エリアと位置付けるとともに、これ

らの資源と連携しながら、国際港湾・国際空港に近接する地理的優位性を活かした国際リゾート地

域の形成を図り、交流人口の拡大と新たな雇用機会の創出を目指します。 

 

 

①みなとを活かした観光交流の拡大 

＜具体的施策メニュー＞ 

 海の駅「ぷらっとみなと市場」とその周辺に、人を呼び込むための魅力とアクセス性の向上、

及び漁港区の機能強化 

 フェリーターミナルにおける、北海道の顔となる海の玄関口の形成 

 勇払マリーナにおける多様な交流を生むマリンレジャーの拠点形成 

 中心市街地から親水空間である「ふるさと海岸」をつなぐ円滑な動線の確保 

 北ふ頭緑地（キラキラ公園）などにおける、官民が連携した公園管理やパークマネジメント＊

の促進 

 

 

②豊かで貴重な自然環境を活かした交流の創出 

＜具体的施策メニュー＞ 

 ウトナイ湖、北大研究林、錦大沼公園、弁天沼・勇払原野、及びそれぞれの周辺地域における

良好な自然環境の保全 

 道の駅「ウトナイ湖」における情報発信や地場産品の開発・販売促進、ウトナイ湖の自然景観、

ウトナイ湖野生鳥獣保護センター・サンクチュアリネイチャーセンターなどの活用による、魅

力ある観光交流拠点の形成 

 錦大沼公園における観光・交流機能の強化と、官民が連携した公園管理やパークマネジメント

の促進 

 グリーンツーリズム＊や景勝地の散策ネットワークなど、自然環境や農業、景観などの地域資

源を活用した地域づくりの推進 

 民間活力を活かした、北海道の自然・食・文化の体験、健康増進、MICE＊、エンターテイメ

ント機能の導入による総合的な国際リゾート地域の形成 
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【目標５】市民参加による協働のまちづくりの推進 

 

①都市拠点におけるエリアマネジメント 

魅力ある都市拠点を形成するためには、地域自らまちづくりに取り組む「エリアマネジメント」

の導入が求められます。エリアマネジメントには、快適な地域環境の形成とその持続性の確保や地

域活力の回復・増進、資産価値の維持・増大、市民・事業主・地権者などの地域への愛着や満足度

の高まりといった効果が期待できることから、行政と地域が歩調を合わせながら、持続可能な協働

のまちづくりの実践とともに、まちづくりの担い手づくりにつなげていく必要があります。 

 

＜具体的施策メニュー＞ 

 商店会同士や市民・企業・行政が連携したエリアマネジメントの推進 

 緑ケ丘公園や市民文化公園などにおける、官民が連携した公園管理やパークマネジメントの促

進 

 

 

②生活拠点の運営への市民参加 

市民はまちづくりの主役であり、身近な地域に関心を持ち、積極的にまちづくりに参加していく

必要があります。具体的には、子育て支援や高齢者支援の場となる生活拠点施設の運営（指定管理

者など）のほか、声掛け、見守りなどの日常的な地域住民との生活上の助け合い、アダプトプログ

ラム＊の導入による地域の道路・公園などの環境整備などに関わることが考えられます。 

 

＜具体的施策メニュー＞ 

 地域・高等教育機関・行政の連携による、学生や地域住民が参加する多世代コミュニティの形

成など、地域の課題解決に向けた実践の場の形成 

 錦大沼公園や北星公園、北ふ頭緑地（キラキラ公園）などにおける、官民が連携した公園管理

やパークマネジメントの促進 

 学校、商業施設、公園などの主要施設における、花やみどりのまちづくりの実践など、適切な

維持管理・活用の推進 

 「木もれびの道」や公園、河川空間など、地域住民やコミュニティによる維持・管理活動の促

進 

 「そよ風と遊ぶ道」や公園など、地域住民やコミュニティによるみどり豊かなまちづくりの実

践 

 市民との協働による日の出公園の防災機能強化・充実 
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２  将来都市構造 

 将来都市像の考え方を踏まえ、将来の都市構造を次のように設定します。 

 

 

 

 

 

（１）都市軸 
 ①都市骨格軸：東西に長い市街地を貫き、西側から沿道に公共公益施設や商業施設などが集積する

国道 36 号から国道 276 号・道道苫小牧環状線を経て再び東側の国道 36 号に至

る東西軸を都市骨格軸と位置付け、苫小牧市の生活・産業をはじめ広域的な連携を

含めた骨太な都市骨格の形成を図ります。 

 ②生活軸  ：国道 36 号に並行して東西を貫き、沿道に住宅をはじめ日常生活に必要な医療施設

や商業施設などの身近な生活利便機能が集積する西側の道道苫小牧環状線から、市

道双葉大通線・国道 36 号を経由して沼ノ端に至る東西軸を生活軸と位置付け、沿

道に更なる生活利便機能の充実を図ります。 

 ③産業軸  ：苫小牧市の産業集積の中枢である西港から苫小牧東部地域に至る道道（臨海北通）

及び国道 235 号沿道を産業軸と位置付け、沿道及び背後地を含めて更なる産業集

積の拡大を図ります。 

 

（２）拠点 
 ①都市拠点 ：苫小牧駅から国道 36 号沿道に至るエリアは、広域交通結節機能や行政機能をはじ

め、商業・業務、医療・福祉、文化・交流、宿泊などの多くの都市機能が集積して

いることから、苫小牧市の顔である都市拠点と位置付け、現在ある未利用施設・未

利用地の活用や公共施設の再編・集約化、まちなか居住の推進などにより、高次都

市機能の集積を図ります。 

 ②生活拠点 ：東西に細長い市街地が形成されている苫小牧市においては、生活に必要な全ての都

市機能を 1 ヵ所に集約化することは、都市機能を享受するための移動距離が長くな

り、必ずしも現実的とはいえないことから、生活軸の要所に医療・福祉、商業、交

流などの身近な生活利便機能が集積した生活拠点の形成を図ります。 

 

（３）交通ネットワーク 
 ①南北連絡軸：地区ごとに各拠点に集積する都市機能を効果的に享受できるよう、都市拠点・生活

拠点と各都市軸や都市軸相互を南北に結ぶ南北連絡軸の整備を図ります。南北連絡

軸においては、徒歩、自転車、バス、自家用車などによる移動が想定されるため、

歩道空間・車道空間とも広幅員とし、快適な移動とともに、津波避難道路としての

苫小牧市の将来都市構造として、 

   ３つの都市軸と１都市拠点・４生活拠点を結ぶラダー状の都市構造 

                                   をめざします。 
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１  土地利用の方針 

 

【現状・課題】 

 苫小牧市の人口は、平成 27 年（2015 年）は 172,737 人で、高齢化率は 25.8％ですが、

平成 52 年（2040 年）には 143,083 人に減少し、高齢化率は 37.2%になると予測され

ています。 

 中心市街地においては、平成 17 年（2005 年）以降にスーパー、百貨店などの中核的商

業施設が閉鎖するなど、空き地や空き店舗が増加し、商業機能の衰退や魅力・賑わいの低下

が進んでいます。 

 今後とも現在の市街地規模を維持したまま人口減少が進むと人口密度が低下し、一定の人口

集積によって支えられてきた都市機能の衰退によって、生活利便性の低下や行政サービスの

非効率化が顕著になると考えられます。 

 人口減少・少子高齢化など都市をとりまく環境の変化に対応し、持続可能な都市経営を行う

ためには、地域の特性を活かした日常生活が身近な地域で可能となるコンパクトな都市構造

へ強化・再編していく必要があります。 

 

【方針の体系】 

●区域区分の方針 

●市街化区域の方針 

●市街化調整区域の方針 

（１）住居系 ①基本的な考え方  

②基本方針 

 

ア 良好な住環境の保全と形成（一般住宅地） 

イ 快適で利便性の高い住環境の形成（都市拠点・生活拠点） 

ウ 地域の特性に応じた住環境の整備 

（２）商業・業務系 ①基本的な考え方  

②基本方針 ア 将来都市構造に向けた商業・業務地の形成 

イ 都市拠点における商業・業務地の適正配置 

ウ 生活拠点における商業・業務地の適正配置 

エ 沿道型の商業・業務地の適正配置 

（３）工業系 ①基本的な考え方  

②基本方針 ア 流通業務地の形成 

イ 産業集積を図る工業専用地の形成 

ウ 景観・環境に配慮した工業地の形成 

エ 海と親しめる工業地の形成 

オ 苫東地域における長期的視点からの開発と自然に配慮し

た土地利用の推進 

（４）市街化調整区域 ①基本的な考え方  

②基本方針 

 

ア 豊かな自然環境の保全と調和のとれた開発の誘導 

イ 既存集落の良好な住環境の形成 

ウ 豊かで貴重な自然資源を活かした交流の創出 

エ 空港の利便性を活かした調和のとれた土地の有効活用 
 

  



第Ⅲ章 分野別

36 

区域区
 苫小

区域

は、

経済

 市街

スク

を踏

 

 

 

 

 

市街化
 市街

市づ

を目

 地域

正な

秩序

 

ア 

 将

あ

ど

 地

を

  

 

 

 

 

 

別方針 

区分の方針
小牧市は、都

域を 23,355

市街地（市

済状況を踏ま

街化区域の中

クも高い区域

踏まえながら

化区域の方
街化区域は、

づくりに向け

目指します。

域の特性を踏

な密度構成と

序ある調和の

拠点形成

将来都市構造

ある拠点形成

どの多様な用

地域の特性に

を活用した土

■都市拠点

 世界とつ

とともに

■生活拠点

 地域住民

医療・福

や交流を

針 
市計画区域を

5ha として

街化区域）の

えながら、

中で、都市的

など、今後

、市街化区域

方針 
新たな雇用機

て、コンパ

 

踏まえながら、

都市機能の配

とれた市街地

成に向けた

造の実現に向

成を図るため

用途の誘導に

に対応しなが

土地利用の規

点 

つながる苫小

に、まちの顔

点 

民が身近なエ

福祉、商業、

を生み、コミ

を約 38,80

います。今後

の範囲を拡大

コンパクトな

土地利用＊が

とも都市的土

域の範囲縮小

機会の拡大と

クトで効率的

、住居系・商

配置を図り、

地の形成を図

複合型土地

向けて、都市

め、既存スト

による複合型

がら将来都市

規制・誘導を

小牧市の魅力と

顔に相応しい公

エリアで生活サ

子育てなどの

ミュニティ形成

00 ha、その

後も人口減少

大しないこと

な市街地を目

がなされてお

土地利用が見

小を目指しま

と誰もが都市

的・機能的な

商業系・工業

、社会経済情

図ります。 

地利用の促

市拠点及び生

トックの利活

型土地利用を

市構造の実現

を行います。

と競争力の向

公共空間の創

サービスを享

の生活利便機

成に資する場

のうち市街化

少の傾向が続

とを基本とし

目指します。

おらず、豊か

見込まれない

ます。 

市的サービス

な土地利用を

業系のそれぞ

情勢の変化や

促進 

生活拠点にお

活用や、居住

を促進します

現に向けて、

 

向上に向けた

創出と活用を

享受できるよ

機能の集積を図

場の創出を図

化区域を 15,4

続くと予測さ

し、将来的に

 

かな自然環境

い地域につい

スを容易に受

を推進し、将

ぞれの土地利

土地利用の動

おいては、生

住、商業、医療

す。 

必要に応じ

た、高次都市機

を推進します。

よう、行政の出

図るとともに

図ります。 

445ha、市

されることか

には、人口動

境が形成され

いては、社会

受けることが

将来の都市構

利用方針に沿

動向を勘案

活利便性の高

療・福祉、子

じて地区計画制

機能の集積を

。 

出張所をはじ

に、地域の賑

市街化調整

から、当面

動向や社会

れ、災害リ

会経済状況

ができる都

構造の実現

沿って、適

しながら、

高い活力

子育てな

制度など

を図る

じめ、

賑わい



 

 

イ 

 将

ら

  

 

 

 

市街化
 市街

系を

 樽前

配慮

 自然

会の

 自然

自然

 新千

を適

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市軸の

将来都市構造

ら、それぞれ

■都市骨格

 苫小牧市

や商業

■生活軸 

 住宅とと

能の集積

■産業軸 

 持続的な

た、国際

地の形成

化調整区域
街化調整区域

を保全します

前地域や植苗

慮しながら、

然環境に配慮

の確保、地域

然環境などの

然環境と調和

千歳空港に隣

適切に誘導し

の形成に向

造の実現に向

れの地域特性

格軸 

市の生活・産

・業務施設な

ともに、日常

積を図ります

な雇用の確保

際競争力の強

成を図ります

域の方針
は、都市的土

。 

・美沢地域な

地域の特性

しながら、豊

産業・コミ

地域特性を活

のとれた開発

隣接している地

し、空港の機能

 

けた沿道型

向けて、３つ

性に応じた沿

産業をはじめ、

などの集積を図

常生活に必要な

す。 

保に向けて、世

強化に向けた産

す。 

針 
土地利用を抑

など、既に集

に合った良好

豊かな自然環

ュニティの活

活かした開発

発を誘導しま

地域は、その

能強化や利便

型土地利用

つの都市軸に

沿道型土地利

、広域的な連

図ります。 

な商業、医療

世界に開けた

産業の集積と

抑制すること

集落が形成さ

好な生活環境

環境などの地

活性化を促進

発については

ます。 

の利便性を活

便性の向上を

の促進 

においては、

利用を促進し

連携を支える

療・福祉、子育

た交通ネットワ

とともに、沿道

とを基本とし

されている地

境の形成や生

地域資源を活

進します。 

は、開発内容

活かし、空港

を図ります。

既存の機能

します。 

骨格軸として

育てなどの身

ワークを有す

道景観や環境

し、豊かな自

地域は、周辺

生活利便性を

活用し、交流

や必要性な

港支援機能や

 

第Ⅲ

の集積を活か

て、公共公益

身近な生活利

する利点を活

境に配慮した

自然環境や貴

辺の自然環境

を確保します

流人口の拡大

どを総合的に

や利便機能な

Ⅲ章 分野別方針
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かしなが

益施設

利便機

活かし

た工業

貴重な生態

境の保全に

す。 

大や雇用機

に勘案し、

などの立地

針 

7 
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（１） 

①基本

 苫小

方の

 人口

るこ

を支

 今後

減少

す。

 

②基本

ア 

 戸

や

め

 人

な

 低

す

ー

 市

間

 

イ 

 都

図

ハ

を

高

 

ウ 

 地

し

 産

し

 

別方針 

住居系 

本的な考え

小牧市は、人

の多様化が進

口減少・少子

ことで、生活

支える魅力あ

後の住宅地需

少などを勘案

 

本方針 

良好な住環

建て住宅や集

や地区計画に

め、良好な住環

人口減少や高齢

なわれないよ

低炭素型社会

する住宅の建設

の利活用な

市民・行政の協

の整備及び維

快適で利便

市拠点と生活

り、生活利便

ウス＊やサー

を促進し、歩き

高い住環境の形

地域の特性

域の特性に応

します。 

産業空間の展

し、用途地域

え方 

人口減少と少子

進んでいます。

子高齢化が進

圏内に生活

る住宅地の形

要には、市街

しながら、

環境の保全

集合住宅が立

よる適切な規

環境の維持

齢化が進む地

う、これらの

の実現に向け

設、リフォー

どを促進し、

協働のまちづ

維持管理を進

便性の高い

活拠点では、

便性と安全性

ービス付き高

きやすい歩行

形成を目指

性に応じた

応じた良好な

開に応じ必要

の指定や土地

 

子高齢化が進

。 

む中、都市拠

関連サービス

形成を目指

街化区域内の

区域区分の見

と形成（一

立地する住宅

規制・誘導を

・保全を行い

地域では、空

の利活用の促

けて、建築物

ームによる住

、環境負荷を

づくりにより

進め、良好な

住環境の形

、商業、医療

性を高めなが

高齢者向け住

行空間や魅力

します。 

住環境の整

な住環境の形

要となる住宅

地区画整理事

進展する一方

拠点及び生活

ス機能が整っ

します。 

の既存の土地

見直しなどに

一般住宅地

宅地では、住

を図り、地域

います。 

空き家・空き

促進を図りま

物の高断熱・

住宅の長寿命

を低減する低

り、適正な街

な住環境・街

形成（都市

療・福祉、交

がら、高齢者

住宅など）や

力的なオープ

整備 

形成に向けて

宅地について

事業、開発行

方、ライフス

活拠点におい

った、利便性

地を有効活用

により、コン

地） 

住まい方の多

域の特性に応

き地などの発

ます。 

・高気密化に

命化と有効活

低炭素まちづ

街路樹の育成

街並みの形成

市拠点・生活

交流などの多

者・障がい者

や若者向けの

プンスペース

て、地区計画

ては、住宅需

行為などによ

スタイルの多

いて生活利便

性が高く、多

用することで

ンパクトな市

多様化に対応

応じたきめ細

発生によって

による省エネ

活用、太陽光

づくりを推進

成や住宅地の

成を図ります

活拠点） 

多くの生活利便

者が住みよい

の住宅など、

スなどが整っ

画などの土地利

需要や土地利用

より適切に誘

多様化ととも

便機能などの

多様なライフ

で対応し、今

市街地形成を

応しながら、用

かいまちづ

て、良好な住環

ネルギー化や

などの自然エ

進します。 

の緑化、公園や

す。 

便機能などの

い住宅（コレク

多様な住ま

った、快適で利

利用計画制度

用の動向な

誘導します。

もに住まい

の集積を図

フスタイル

今後の人口

を目指しま

用途地域

くりを進

環境が損

、長持ち

エネルギ

や水辺空

の集積を

クティブ

いの供給

利便性の

度を活用

どを勘案

 



（２） 

①基本

 苫小

拠点

 東西

に向

 国道

携を

 

②基本

ア 

 将

産

土

や

 

イ 

 都

業

パ

市

 魅

都

 官

プ

 

ウ 

 生

便

の

 
 

 

商業・業

本的な考え

小牧駅から国

点の形成に向

西に細長く形

向けて、日常

道 36 号や道

を支える都市

本方針 

将来都市構

将来都市構造

産業軸）の形

土地利用の規

や都市軸への

都市拠点

都市拠点は東

業・業務、医

パブリックス

市の中心的な

魅力ある個店

都市機能の更

官民連携によ

プライド＊の

生活拠点

生活拠点に位

便性とコミュ

の充実・強化

業務系 

え方 

道 36 号沿道

けて、高次都

形成されてい

の生活圏を支

道道苫小牧環状

軸を形成す

構造に向け

造の実現のた

成に向けて、

規制や誘導な

の立地を基本

における商

東胆振地域の

医療・福祉、

スペースの創

な商業・業務

店の創出や集

更新を図り、

よるエリアマ

醸成を図り、

における商

位置付けてい

ュニティの形

化を図ります

 

道に至るエリ

都市機能の集

る市街地にお

支える商業

状線などにお

るため、これ

けた商業・

ため、拠点（都

、地域の特性

などにより適

本とします。

商業・業務

の中心都市で

文化・交流、

創出を図り、ま

務地の形成を

集積を図ると

地区の特性

マネジメント

、エリア全体

商業・業務

いる、明徳町

形成を支える

す。 

リアは、東胆

集積を図りま

おいて、身近

・サービス機

おいては、苫

れら都市軸沿

業務地の形

都市拠点、生

性に応じた適

適正配置を図

 

地の適正配

である苫小牧

、宿泊、教育

まちの賑わい

を図ります。

とともに、必要

性を踏まえた

ト＊を推進し、

体の価値向上

地の適正配

町、日新町、三

る、医療・福祉

胆振地域の中

ます。 

近な生活利便

機能の充実・

苫小牧市の生

沿道に商業や

形成 

生活拠点）や

適切な用途地

ります。大規

配置 

牧市の“まちの

育などの都市

いや交流とと

 

要に応じて地

中心商業地の

、都市拠点の

上を目指しま

配置 

三光町、沼ノ

祉、商業、交

中心であり、

便機能が集積

・強化を図り

生活・産業を

サービス機能

や都市軸（都

地域や特別用途

規模集客施設

の顔”となる

市機能の集積

ともに、まち

地区の核とな

の形成を図り

の魅力向上と

ます。 

ノ端駅周辺に

交流などの商

第Ⅲ

まちの顔と

積した生活拠

ります。 

をはじめ、広

能の集積を図

都市骨格軸、生

途地区の指定

設は、これら

るエリアであ

積と人を中心

の雇用を生み

なるよう高度

ります。 

と活性化、シ

において、地

商業・サービ

Ⅲ章 分野別方針
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となる都市

拠点の形成

広域的な連

図ります。 

生活軸、

定など、

らの拠点

あり、商

心とした

み出す、

度利用と

シビック

地域の利

ビス機能

針 

9 
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エ 

 苫

た

境

■





■



■



 

  

 

 

 

 

 

別方針 

沿道型の商

苫小牧市は東

ため、都市骨

境に配慮しな

■都市骨格軸

 苫小牧市

車利用者が

 沿道の地

るなど、適

■生活軸 

 適切な用

近な生活

立地の誘

衝となる適

■地域軸 

 各地域に

便機能の誘

 

商業・業務

東西に細長く

骨格軸や生活

ながら、沿道

軸 

の生活・産業

が利用するサ

域特性や周辺

適正な規模の

途地域や特別

利便機能の集

導や、歩行者

適正な緑化を

おける都市軸

誘導を図りま

務地の適正

く市街地が形

活軸に位置付

道サービス施

業をはじめ、

サービス施設

辺の住宅地に

の施設を誘導

別用途地区の

集積を図ると

者空間に配慮

を図ります。

軸を補完しな

ます。 

 

配置 

形成されてお

けている主要

施設などの立

広域的な連

設や業務施設な

に配慮しなが

導します。 

の指定により

とともに、騒

慮した街並み

 

ながら、地域

おり、自動車に

要道路沿道に

地を進めます

携を支える骨

などの立地を

がら、必要に応

、住宅や日常

音防止など、

みの形成、背後

住民の日常生

による移動が

においては、

す。 

骨格軸として

を促進します

応じて特別用

常生活に必要

周辺住宅地

後の住宅地と

生活を支える

が中心となっ

背後住宅地

て、市内外の

す。 

用途地区を指

要な商業など

地に配慮した

と幹線道路間

る、身近な生

っている

地の住環

の自動

指定す

どの身

た施設

間の緩

生活利



（３） 

①基本

 苫小

こと

牧市

 持続

環境

した

 

 

②基本

ア 

 主

に

然

 ウ

 

イ 

 港

の

す

 

ウ 

 西

る

境

 

エ 

 港

港

か

ま

 勇

マ

 

 

工業系 

本的な考え

小牧市は苫小

とにより、人

市の優位性を

続可能な雇用

境・エネルギ

た潤いのある

本方針 

流通業務地

主要幹線道路

係わる施設

然に防止しなが

トナイ湖な

産業集積を

港湾と一体に

の強化に向け

す。 

景観・環境

西港から苫東

とともに、

境に配慮した工

海と親しめ

港町として「

港区とその周

からの来訪者

す。 

払マリーナ

リンレジャ

え方 

牧港、新千歳

人流・物流の結

活かし、更な

の確保に向

ー産業、IT

景観の形成

地の形成 

沿いの工業団

の立地誘導を

がら土地利用

ど周辺の自然

を図る工業

なった工業専

た産業集積を

境に配慮し

地域に至る産

道路の緑化や

工業地の形成

める工業地

海の駅ぷら

辺の地区の機

も海に親しみ

は、地域の特

ーの拠点形成

 

歳空港、高速

結節点にある

なる産業立地

けて、広域交

産業、食品関

を図ります。

団地を中心と

を図るととも

用の適正化を

然環境に与え

専用地の形

専用地では、

を図るため、

た工業地の

産業軸は、背

や、立地施設

成を図ります

地の形成 

っとみなと市

機能強化と魅

みながら、賑

特性を活かし

成を目指しま

速道路、鉄道

る産業拠点都

地を誘発する

交通結節機能

関連産業など

。 

とした工業地

もに、円滑な

を図ります。

える影響のな

形成 

、港湾利用の

、港湾機能に

の形成 

背後地の工業

設における緑

す。 

市場」やフェ

魅力化、港湾

賑わいや交流

したサービス

ます。 

道などの優れ

都市として発

る都市基盤の

能を活かし、既

どの新たな産

地では、未利

な企業活動の

 

ない施設の立

の増進、安定

に特化した土

業地・工業専

緑地や環境施

ェリーターミ

湾の緑化など

流を生むこと

スや施設の充

れた広域交通

発展してきま

の整備が必要

既存の工業集

産業集積の促

利用地を活用

の増進に向け

立地を誘導し

定的な雇用の

土地利用や施

専用地と併せ

施設の設定な

ミナルなどの

どにより、市

とができる工

充実を図り、

第Ⅲ

通網が形成さ

ました。こう

要です。 

集積の拡大と

促進や、みど

用しながら流

け、建物の混

します。 

の確保や国際

施設の配置を

せて産業集積

など、沿道景

の施設を中心

市民をはじめ

工業地の形成

多様な交流

Ⅲ章 分野別方針
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されている

うした苫小

とともに、

どりを活か

流通業務

混在を未

際競争力

を図りま

積を進め

景観や環

心に、漁

め、市外

成を図り

流を生む

針 
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オ 

 苫

動

で

用

 苫

成

 洪

慮

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別方針 

苫東地域に

苫東地域は、

や研究活動

きる空間の

の展開を促進

苫東地域は良

成に向けて、

洪水などの災

慮しながら、河

における長

地域の特性に

が展開できる

創出に向けて

進します。 

好な自然が残

自然に配慮

害時における

河道内調整地

 

長期的視点か

に配慮し、国

る地域の形成

て、関連計画

残された樹林

した土地利用

る防災機能を

地の整備を推

からの開発

国際化、情報

成と、豊かな

画と整合を図

林地や湖沼群

用を推進しま

を高めるため

推進します。

発と自然に配

報化、循環型

な自然の中で

図りながら、

群を有してお

ます。 

め、安平川下

 

配慮した土

型社会に対応

で優れた生活

長期的な視

おり、自然と

下流域におい

土地利用の推

応した多様な

活・余暇環境

視点に立った

と共生する地

いて、自然環

推進 

な産業活

境を享受

た土地利

地域の形

環境に配



（４） 

①基本

 市街

を抑

 植苗

や農

 地域

誘導

 

②基本

ア 

 市

い

つ

 豊

性

運

 

イ 

 樽

画

の

 農

の

環

 

ウ 

 ウ

の

 国

 

エ 

 新

土

を

 

市街化調

本的な考え

街化区域の拡

抑制するとと

苗・美沢地域

農地の保全に

域の特性を活

導を図ります

本方針 

豊かな自然

市街化調整区

いては、関連

ついては抑制

豊かな自然環

性、開発内容

運用を行い、

既存集落

樽前地域や植

画など適切な

の協働により

農業などの地

の拠点づくり

環境や農業、

豊かで貴

ウトナイ湖周

の保全と調和

国内外からの

空港の利便

新千歳空港周

土地利用の規

を適切に誘導

調整区域

え方 

大は行わな

もに、良好な

や樽前地域な

配慮した地域

かした開発

。 

然環境の保

区域内の農地

連法・条例な

制を図ります

環境などの地

容、規模など

自然環境と

の良好な住

植苗・美沢地

な土地利用の

り良好な住環

地域産業とコ

りやグリーン

景観などの

重な自然環

周辺や北大研

和した利活用

の交流人口の

便性を活か

周辺地域にお

規制や自然環

導します。 

 

域 

いことを基本

な自然環境を

など、既に集

域づくりを目

については、

保全と調和

地や、良好な

などを踏まえ

す。 

地域の特性を

を総合的に勘

と調和のとれ

住環境の形

地域など、市街

の規制により

環境の維持・

コミュニティ

ンツーリズム

の地域資源を

環境を活か

研究林周辺、

用を図り、市

の拡大を目指

かした調和

おいては、空

環境の調和を

本とし、市街

を保全します

集落が形成さ

目指します。

、自然環境の

のとれた開

な自然環境を

ながら、自然

を活かした開

勘案し、地区

れた開発を誘

成 

街化調整区域

り、周辺環境

形成を図り

の活性化、交

ムの展開、景勝

を活用した地

した交流の

錦大沼公園

市内外からの

指した複合的

のとれた土

港に近接した

を図りながら

街化調整区域

す。 

されている地

 

の保全と調和

開発の誘導

形成する湖沼

然環境の保全

発は、苫小牧

区計画制度の

誘導します。 

域に位置する

と調和した生

ます。 

交流人口の拡

勝地の散策ネ

域づくりを進

の創出 

、弁天沼・勇

来訪者による

な国際リゾ

土地の有効

た立地特性を

、空港支援機

域においては

地域において

和がとれた、

導 

沼、河川、海

全に努め、都

牧市全体及び

の活用や開発

る既存集落に

生活環境の整

拡大に向けて

ネットワーク

進めます。 

勇払原野周辺

る多様な交流

ート地域の形

活用 

を活かし、地

機能や空港利

第Ⅲ

は、都市的な

ては、周囲の

秩序ある土

海浜、山林な

都市的な土地

び地域におけ

発許可制度の

においては、

整備を進め、

て、文化・芸

クづくりなど

辺などは、自

流を創出しま

形成を図りま

地区計画など

利便機能など
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な土地利用

の自然環境

土地利用の

などにつ

地利用に

ける必要

の適切な

地区計

地域と

芸術活動

ど、自然

自然環境

ます。 

ます。 

ど適切な

どの立地

針 

3 
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２  交通ネットワークの方針 

 

【現状・課題】 

 苫小牧市は、苫小牧港と新千歳空港、また高速道路や鉄道など、陸・海・空の交通が結節

した拠点地域となっており、道内や国内のみならず世界とつながる北海道の玄関口となっ

ています。 

 苫小牧市の市街地は奥行きが狭く東西に長い地形と、かつての職住分離政策によって西側

に住居系、東側に工業系の土地利用としたことから、広域交通と市内交通が輻輳化してお

り、東西交通の混雑解消に向けた広域道路ネットワークを構築・整備することが必要です。 

 今後、苫小牧市においても人口減少・少子高齢化が進行すると見込まれ、人口特性や社会

情勢などの変化に対応した公共交通の充実と利用促進を図ることが必要です。 

 交通結節点の機能強化とともに、安心して歩くことができる歩行空間や自転車走行空間の

ネットワークを形成し、安全で快適な人優先の道路空間の形成が必要です。 

 苫小牧市は樽前山の火山噴火や大規模な地震による津波などの災害の危険性が懸念される

ため、円滑な緊急避難や救助・救援活動、緊急物資の輸送などが可能となるよう、リダン

ダンシー＊機能を確保した災害に強い道路ネットワークが必要です。 

 

【方針の体系】 

（１）自動車道路 ①基本的な考え方 

②基本方針 ア 広域交通ネットワークの整備促進 

イ 都市骨格軸と産業軸を主とした主要幹線道路の整備・機能強化 

ウ 生活軸を主とした市内幹線道路の安全性や利便性、快適性の向上 

エ 南北連絡軸の形成 

オ 補助幹線道路の整備 

カ 災害に対応した道路の整備 

キ 将来都市像に沿った長期的な交通体系の見直し 

（２）自転車道路・

歩行者道路 

①基本的な考え方 

②基本方針 ア 自転車ネットワークの形成 

イ 歩行者に配慮した道路の整備 

ウ 歩行空間のユニバーサルデザイン化の促進 

エ 水とみどりの歩行者動線軸の形成 

（３）公共交通 ①基本的な考え方 

②基本方針 ア 都市拠点の中核となる広域交通結節点の形成 

イ バス交通の充実による基幹的交通網の形成 

ウ 鉄道網の維持存続と都市間輸送の充実 

エ デマンド型交通による移動手段の確保 

オ 公共交通の利用促進策の実施 

（４）港湾 ①基本的な考え方 

②基本方針 

 

ア 西港区・東港区が一体となった港湾機能の強化 

イ 交流の拠点形成による「みなとまちづくり」 

ウ 安全・安心で信頼性の高い港湾空間の形成 

（５）空港 ①基本的な考え方 

②基本方針 

 

ア 空港機能の強化 

イ 空港に向かうアクセス強化 

ウ 空港周辺の土地の有効活用 
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（１） 

①基本

 人流

に満

の立

路網

 

②基本

ア 

 市

ー

 東

の

図

 都

バ

 

イ 

 都

便

の

 苫

東

 観

歳

 国

道

 

ウ 

 各

に

な

を

 背

よ

 

 

別方針 

自動車道

本的な考え

流・物流の結

満ちた都市の

立地・誘導を

網の整備・機

本方針 

広域交通

市街地内から

ーチェンジ（

東部地域や苫

の生活や交流

図ります。 

都市内交通の

バイパス機能

都市骨格軸

都市骨格軸及

便性や安全性

の広域的な交

苫小牧東西両

東通や苫小牧

観光や産業の

歳空港へのア

国際リゾート

道路の整備を

生活軸を

各生活拠点を

に、東西の生

な歩行者空間

を図ります。

背後に住宅地

よる公共交通

道路 

え方 

節点にある道

形成に向け、

促進する広域

機能強化を図

ネットワー

ら通過交通を

（仮称）の整

苫東地域の交

流、物流の利

の円滑化、救

能を有する主

軸と産業軸

及び産業軸は

性の向上を図

交通流動に対

両港の連携強

牧厚真通の整

の活性化に向

アクセスを強

ト地域の立地

を図ります。

主とした市

を結ぶ生活軸

生活交通と広

間の形成によ

 

地を抱え、交

通の利便性向

 

道内屈指の産

、環境・エネ

域交通ネッ

ります。 

ークの整備

を分離し、広

整備を推進し

交通利便性の

利便性の向上

救急搬送の迅

主要幹線道路

軸を主とし

は、苫小牧市

図るとともに

対応した主要

強化や苫東地

整備を促進し

向けて、美沢

強化します。

地に合わせて

 

市内幹線道

軸の沿道に、

広域交通の分

より、生活軸

交通需要の多

向上に資する

産業拠点都市

ネルギー産業

トワークや、

促進 

域的な交通を

します。 

の向上と、東胆

に向けて、日

迅速化、物流利

路の整備を進

た主要幹線

市の生活や産業

に、国道 36

要幹線道路と

地域への企業

し、物流基盤

沢新千歳空港

 

て、既存の都市

路の安全性

日常生活に

化の促進によ

を構成する幹

多い生活軸を

る道路空間の

市として、今

業や IT 産業、

、市民の安全

を円滑に処理

胆振地域と日

日高自動車道

利便性の向上

進めます。 

線道路の整

業集積、広域

号や国道 27

して機能向上

誘致を進める

の強化を図

通や（仮称）

市交通への影

性や利便性

に必要な生活

よる混雑の改

幹線道路の安

を中心に、バ

形成を目指

今後とも持続

食品関連産

全で快適な移

理するため、

日高地域にお

道や苫小牧厚

上に向けて、

整備・機能強

域連携を支え

76 号におい

上を図ります

るため、産業

ります。 

）植苗新千歳

影響に留意し

性、快適性の

活利便機能の

改善、適正な

安全性や利便

ス専用･優先

します。 

続的な雇用に

産業などの新

移動を確保す

苫小牧中央

おける広域医

厚真通の機能

美沢錦岡通

強化 

えるため、道

いては通過交

す。 

業軸を補完す

歳空港通など

しながら、ア

の向上 

の集積を図る

なみどりによ

便性、快適性

先レーン等の

による活力

新たな産業

する幹線道

央インタ

医療など

能強化を

通などの

道路の利

交通など

する臨海

ど、新千

アクセス

るととも

よる快適

性の向上

の導入に



 

 

エ 

 各

便

化

 明

応

 道

慮

 災

ま

 

オ 

 日

リ

 

カ 

 樽

救

 

キ 

 人

て

見

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南北連絡軸

各拠点や各都

便機能などを

化や道路の安

明野西一条通

応するため、

道路の機能強

慮した道路整

災害緊急時に

ます。 

補助幹線道

日常生活の利

リー化などの

災害に対応

樽前山の噴火

救援活動、緊

（仮称）苫小

将来都市像

人口や土地利

て、各交通手

見直しを含め

軸の形成 

都市軸を結ぶ

を享受できる

安全性の向上

通から苫小牧

南北の交通

強化や新規整

整備を進めま

においては、

道路の整備

利便性、安全

の改善・整備

応した道路

火や地震時に

緊急物資輸送

小牧登別通な

像に沿った

利用、都市交

手段が適切に

め、土地利用

ぶ南北連絡軸

るよう、道路

上を図ります

牧港通の区間

通ネットワー

整備に当たっ

ます。 

避難道路と

備 

全性の向上を

備を進めます

路の整備 

における津波

などに対応で

などの整備強

た長期的な

交通ニーズな

に役割分担し

用と一体とな

軸においては

の機能強化や

す。 

間において、東

ークを強化し

っては、快適な

して避難や緊

を図るため、市

す。 

波などの災害

できるよう、

強化を図りま

交通体系の

など、社会経済

した交通体系

なった総合的

、都市拠点及

や橋梁の長寿

東西動線の混

します。 

な歩行空間の

緊急輸送でき

市街地内の補

害緊急時にお

、南北連絡軸

す。 

の見直し 

済状況の変化

となるよう、

な観点から見

及び生活拠点

寿命化などに

混雑の緩和や

の確保や緑化

きるよう道路

補助幹線道路

いて、円滑に

軸や苫小牧白

化に応じ、都

、長期未着手

見直しを行い

第Ⅲ

点に集積する

により、移動

や移動の円滑

化を図り、景

路の機能強化

路の整備、バ

に緊急避難、

白老通、美沢錦

都市の将来像

手の都市計画

います。 
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る生活利

動の円滑

滑化に対

景観に配

化を進め

バリアフ

、救助・

錦岡通、

像に向け

画道路の

 

針 
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②基本
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苫

保
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別方針 

自転車道

本的な考え

どもや高齢者

や車椅子、徒

ー化された歩

本方針 

自転車ネ

平坦で東西に

河川空間、海

ーク化を目指

歩行者に配

木もれびの道

のネットワー

植栽や花植え

しまれる道路

歩行空間

苫小牧駅周辺

設相互を結ぶ

きる道路空間

生活拠点をは

する生活利便

して移動でき

水とみど

苫小牧市の市

苫小牧川、幌

保全、親水空

河川に平行し

のみどりと一

道路・歩行

え方 

者、障がい者な

徒歩で安心して

歩行空間づく

ットワーク

に広がった地

海岸、公共施

指します。 

配慮した道

道など、市街

ーク化を目指

え、ごみ拾い

路空間の形成

のユニバー

辺においては

ぶ主要な経路

間のバリアフ

はじめ、鉄道

便施設相互を

きる歩行空間

りの歩行者

市街地内には

幌内川、明野

空間の形成・

して整備され

一体となった

 

行者道路

など自ら自動

て市街地内を

りを行います

クの形成 

地形を活かし

設やレクリエ

道路の整備 

街地内に計画

指します。 

いなど、市民

成を図ります

ーサルデザ

は、駅をはじ

路において、

フリー化をは

道駅や商業施

を結ぶ歩行者

間の形成を図

者動線軸の

は、樽前山麓か

野川などの中小

活用を図り

れている道路

た歩行者動線

路 

動車を運転す

を移動できる

す。 

し、各地域から

エーション施

 

的に整備され

との協働で道

す。 

ザイン化の促

じめ、病院や官

高齢者や障が

はじめとする

施設、医療・福

者動線におい

図ります。 

形成 

から市街地を

小河川が多数

ります。 

路の歩行空間

線軸の形成を

することが難

るよう自転車

ら中心部へ向

施設などを結

れた歩行者専

道路の維持管

促進 

官公署、文化

がい者などが

ユニバーサル

福祉施設、公

て、冬季間の

を通って海岸

数あり、これ

や河川管理用

図ります。 

難しい市民も

車ネットワー

向かう経路や

結ぶ自転車走

専用道路を活

管理を継続的

化・運動施設

が、安心して

ルデザイン化

公共施設など

の利用にも配

岸に流れる錦

れらのみどり

用通路の活用

も、四季を通

ークの形成と

や市街地内の

走行空間のネ

活かして、歩

的に進め、市

設などの生活

てスムーズに

化を推進しま

ど、日常生活

配慮し、誰も

錦多峰川、小糸

り豊かな河川

用などにより

通じて自転

とバリアフ

の公園や

ネットワ

歩行空間

市民に親

活関連施

に移動で

ます。 

活で利用

もが安心

糸魚川、

川空間の

り、水辺
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①基本
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 高齢
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ス
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 都
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け
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都
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 道
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 市

た

 鉄
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公共交通

本的な考え

小牧市におい

なっています

用者数の減少

齢者や子ども

交通の充実や

家用車による

促進すること

本方針 

都市拠点

苫小牧駅周辺

交通手段への

の駅前広場の

誰もが利用し

ス、タクシー

バス交通

都市骨格軸や

力を高め、市

高齢者や子ど

けて、通勤・

ニーズを踏ま

都市拠点にお

結ぶデマンド

都市拠点や生

鉄道網の維

道内各都市と

便性、速達性

市民をはじめ

ため、広域交

鉄道は、日常

況なども踏ま

通 

え方 

ては自動車

。今後人口減

少が懸念され

など、自ら

再編、利用促

二酸化炭素排

が必要です。

の中核とな

辺は広域交通

の対応や、円

の機能再編・

しやすいよう

ーなどへの乗

の充実によ

や生活軸にお

市内の基幹的

どもなどの日

通学や買い

まえた路線や

おける商業施

ド型バスとい

生活拠点にお

維持存続と

と結ばれてい

性の向上を図

め観光客も含

交通結節点で

常生活や物流

まえながら、

 

に依存する割

減少が進行

ます。 

自動車を運転

促進を図り、

排出量を抑え

。 

なる広域交

通結節点とし

円滑な歩行者

強化を行う

うユニバーサ

乗継利便性の

よる基幹的

おけるバス専

的交通網の形

日常生活の移

物などにお

や便数などの

施設や公共公

いった 適な

おける回遊性

と都市間輸

いる鉄道網の

図ります。 

含めて、胆振

である苫小牧

流を支える重

関係機関や

割合が高く、

し、公共交通

転することが

、持続可能な

える低炭素ま

通結節点の

して、都市拠点

者動線の確保、

うとともに、

サルデザイン

の向上を図り

交通網の形

専用・優先レ

形成を図りま

移動手段を確

ける公共交通

の改善・再編

公益施設を結

な交通手段導

性や利便性の

送の充実 

の特性を活か

・日高圏から

牧駅などから

要な交通イ

や事業者と連

、バスや鉄道

通の利用割合

が難しい市民

な公共交通ネ

まちづくりを

の形成 

点の中核を担

、交流空間の

駅周辺の一体

ン化を進め、

ます。 

形成 

ーンの設置等

す。 

保するとと

通への利用転

を促進します

ぶ循環バスや

入により、各

向上を図り

し、ビジネス

ら新千歳空港

のアクセス性

ンフラである

連携し、鉄路の

道など公共交

合が増加しな

民の移動手段

ネットワーク

を推進するた

担うエリアで

の確保を可能

体的な再整備

交通結節点

等により、バ

もに、東西交

転換を促進す

す。 

や、生活拠点

各施設へのア

ます。 

ス利用や観光

港へ向かう交

性の向上を図

るため、社会

の維持を図り

第Ⅲ

交通機関の利

ない場合、公

段を確保する

クを形成しま

ため、公共交

であるため、

能とする、適

備を推進しま

点における鉄

バスの定時性

交通の混雑解

するため、利

点と背後の住

アクセス性を

光需要に対応

交通利便性を

図ります。 

会経済状況や

ります。 
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利用が少な

公共交通の

るため、公

ます。 

交通の利用

多様な

適正規模

ます。 

鉄道やバ

性や輸送

解消に向

利用者の

住宅地を

を高め、

応した利

を高める

や利用状

針 
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エ 

 樽

気

能

 利

な

 

オ 

 IC

図

取

 都

休

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別方針 

デマンド

樽前地域と植

気軽に利用で

能な公共交通

利用者数の減

などへの転換

公共交通

C カード乗車

図るほか、事

取組を進め、

都市拠点や生

休憩・交流機

型交通によ

植苗・美沢地

できる地域に

通システムと

減少などによ

換により利用

の利用促進

車券の導入や

事業者との協

自動車交通

生活拠点にお

機能などと一

 

よる移動手

地域で運行し

に密着した公

として維持・

よりバス路線

用者（市民）

進策の実施 

やバスロケー

協働による割

通から公共交

おける、公共

一体となった

段の確保 

しているデマ

公共交通シス

改善を図り

線の維持が困

の足を守り

 

ーションシス

引切符や、イ

交通へのモー

共公益施設や

たバス待合所

ンド交通につ

テムとして、

ます。 

難になった地

ます。 

ステム＊の導入

イベントにあ

ダルシフト

商業施設を活

所を整備し、利

ついては、高

、効率的で利

地域について

入などにより

あわせた旅行

＊を図ります

活用したバス

利便性の向上

高齢者などの

利便性の高い

ては、デマン

り、利便性の

行商品の企画

す。 

ス待合スペー

上を図ります

の誰もが

い持続可

ンド交通

の向上を

画などの

ースや、

す。 



（４） 

①基本

 苫小

入港

定さ

大き

 「産

発展

りま

 交通

すい

 

②基本

ア 

 増

拠

輸

増

 港

 北

 

イ 

 

ェ

交

 中

と

 勇

マ

 

ウ 

 大

内

 安

用

 

港湾 

本的な考え

小牧港は西港

港し、昭和 5

され、国際貿

きく寄与して

産業とくらし

展に貢献し、

ます。 

通の要衝に位

い港湾空間の

本方針 

西港区・

増大するコン

拠点港湾に相

輸出を促進す

増大に対応す

港湾と背後地

北極海航路に

交流の拠

「海の駅ぷら

ェリーターミ

交流を生み、

中心市街地の

と」をつなぐ

勇払マリーナ

マリンレジャ

安全・安

大規模地震な

内物流機能を

安全で安心な

用を図るため

え方 

港区が昭和 38

56 年（198

易港及び国

きました。 

しを支える物流

時代の変化

置する優位性

形成を図り

東港区が一

ンテナ輸送や

相応しい外貿

するとともに

するため、内

地域との円滑

におけるアジ

点形成によ

らっとみなと

ミナルなどの

港や海辺を

の活性化と連

ぐ市街地内に

ナは「とまこ

ャーの拠点形

心で信頼性

などの災害時

を確保するた

なポートサー

め、小型船だ

 

8 年（1963

81 年）には

内流通港と

流拠点」と

に対応した役

性を活かした

ます。 

一体となっ

や貿易構造の

貿コンテナ貨

に、国内流通

内貿ユニット

滑な交通を確

ジア側のハブ

よる「みな

と市場」や北

の既存資源を

を活用した交

連携したイベ

における回遊

こまい海の駅

形成を目指し

性の高い港

時においても

ため、大規模

ービス＊体制を

だまり機能の

3 年）に、東

は特定重要港

して、北海道

して地域や港

役割を果たす

た交流拠点の

た港湾機能

の変化及び船

貨物取扱機能

の拠点港湾

ト貨物取扱機

確保するため

ブ港湾を目指

とまちづく

北ふ頭緑地（

を活用しなが

交流拠点づく

ベントの実施

遊性向上を図

駅」として、海

します。 

湾空間の形

も、緊急物資輸

模地震対策を

を確保すると

の強化を図り

東港区が昭和

港湾（平成 2

道はもとより

港湾利用者の

すため、物流

の形成を図り

能の強化 

船舶の大型化な

の拡充・強化

として、複合

能の拡充・強

、臨海部の交

し、調査研究

くり」 

（キラキラ公

がら、市内外か

りを推進し

施、循環バス

ります。 

海や陸からの

形成 

輸送機能や経

進めます。 

とともに、漁

ます。 

和 55 年（1

3 年から「国

りわが国の経

の要請に応え

流の効率化や

り、親しみや

などに対応し

化を図り、道

合一貫輸送の

強化を図りま

交通機能の向

究などの取組

園）、海から

からの来訪客

ます。 

の運行など、

の利用者を呼

経済活動を維

漁船などの安

第Ⅲ

980 年）に

国際拠点港湾

経済及び国民

え、北海道と

や港湾機能の

やすく、また

した、わが国

道産農水産物

の進展や物流

ます。 

向上を図りま

組を進めます

らの玄関口で

客によって賑

、「まち」と

呼び込む、魅

維持する国際

安全かつ効率
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に第１船が

湾」）に指

民の生活に

と我が国の

の充実を図

た利用しや

国の国際

物などの

流需要の

ます。 

す。 

であるフ

賑わいや

と「みな

魅力ある

際及び国

率的な利

針 
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（５） 

①基本

 新千

も大

 今後

と充

 

②基本

ア 

 北

航

ナ

 

イ 

 長

成

 

ウ 

 新

開

性

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別方針 

空港 

本的な考え

千歳空港は、

大きな役割を

後とも新千歳

充実を図りま

本方針 

空港機能

北海道の産業

航空ネットワ

ナル機能の一

空港に向

長期的な視点

成を図ります

空港周辺

新千歳空港周

開発許可制度

性の向上を図

え方 

国内及び国際

果たすことが

空港が国内及

す。 

の強化 

業や観光、生

ワークの中核

一層の強化を

かうアクセ

点から、苫小

す。 

の土地の有

周辺地域にお

度を適切に運

図ります。 

 

際航空ネッ

が期待されて

及び国際航空

生活を支え、国

核となる空港

を図ります。

セス強化 

牧駅などから

有効活用 

おいては、空

運用し、自然

トワーク上の

ています。 

空ネットワー

国内外の人や

港を目指し、国

 

らの新千歳空

港に近接して

環境との調和

の拠点となる

ークの拠点と

やモノの活発

国内線・国際

空港へのアク

ている地域特

和に配慮しな

る空港として

となるよう、

発な交流を支

際線における

クセスを強化

特性を活かし

ながら、空港

て、道内及び

国際的な機

支える国内及

る空港機能や

化する交通体

し、地区計画

港の機能強化

び全国的に

機能の整備

及び国際

やターミ

体系の形

画制度や

化や利便
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３  みどりと水辺空間の方針 

 

【現状・課題】 

 苫小牧市は太平洋に面し、背後には樽前山に連なる広大な自然地域が広がり、市街化調整

区域の樹林は、環境保全、レクリエーション、防災、景観にとって重要なみどりです。ラ

ムサール条約に指定されているウトナイ湖にそそぐ美々川のほか、勇払川や安平川などは

永続性を図るべき水とみどりであり、都市と自然の生態系ネットワークを形成するため、

今後とも環境の保全、再生に資する整備の促進が必要です。 

 市内には錦多峰川、小糸魚川、苫小牧川、幌内川などの中小河川が流れており、帯状に連

担する市街地と、市街地に近接する海と山地・丘陵地の自然を貫いている構造となってい

ます。 

 市街化調整区域に位置する錦大沼公園や北大研究林は、豊かな自然レクリエーションや自

然とのふれあい拠点として重要な公園緑地となっており、自然の保全と調和した利活用を

維持・継続することが求められます。 

 市街地内の公園緑地の整備水準は十分な状況にあり、市民文化公園や緑ケ丘公園、北ふ頭

緑地（キラキラ公園）が整備され、市民のみならず市外からも公園が利用されており、交

流や憩いの拠点となっています。従来の公園利用に留まらず、市民との協働によって積極

的な空間づくりや管理を行うなど、市民がより愛着や親しみをもつことができるようにす

る必要があります。 

 市街地内のみどりは成熟期を迎え、街路樹や公園樹木の大木化や老木化が進んでいること

から、適正な配置や樹種による安全で快適な緑化空間の提供を進める必要があります。 

 みどりのまちづくりは、公園や街路樹、公共施設のみならず、工場や商業施設といった企

業敷地、さらには個人の庭先にいたるみどりまで、市民、企業、行政が連携した緑化に対

する取組を進める必要があります。 

 

 

【方針の体系】 

（１）みどり ①基本的な考え方 

②基本方針 

 

ア 自然環境、生態系の保全と活用 

イ 市街地のみどりの骨格軸の形成 

ウ 官民が連携した緑化の推進とみどりの活用の推進 

（２）水辺空間 ①基本的な考え方 

②基本方針 ア 自然環境に配慮した河川及び湿地の保全・整備 

イ みどりの南北軸を構成する河川空間の形成 

ウ 防災機能を高める河川・海岸の整備 

 

 

  



（１） 

①基本

 恵ま

空間

 自然

市民

 

②基本

ア 

 苫

広

て

 ま

の

 

イ 

 苫

川

■









■



■



  

 

ウ 

 市

携

用

所
 

みどり 

本的な考え

まれた自然環

間の確保と維

然地域の保全

民との協働を

本方針 

自然環境

苫小牧市は、

広がる樹林地

ている自然地

また、市民の

の協力・連携

市街地のみ

苫小牧市の帯

川によるみど

■みどりの拠

 都市拠点及

るほか、

めとするユ

 緑ケ丘公

設の集積や

 周辺の土地

効率的・効

 長期未着

市計画との

■南北軸 

 山と海を結

スムーズ

■東西軸 

 整備された

行政が連携
 

官民が連携

市民や事業者

携によるパー

用など、みど

所を提供しま

え方 

環境や生態系の

維持・更新を図

全と活用に当た

進め、みど

、生態系の

樽前山や北

地など、豊か

地やみどりに

の保全意識の

携体制の整備

みどりの骨

帯状の市街地

どりの骨格軸

拠点（公園）

及び生活拠点

高齢者や障が

ユニバーサル

園はスポーツ

や機能強化を

地利用状況や

効果的な公園

手公園などの

の整合性など

結ぶみどりの

に行き来でき

た道路空間や

携した緑化、

携した緑化

者による緑化

ークマネジメ

りのまちづ

ます。 
 

の保全に努め

図り、みどり

たっては、国

りのまちづく

の保全と活

北大研究林、

かな自然環境

については、

の高揚や利用

備などに取り

骨格軸の形

地と、市街地

軸を形成しま

点における公

がい者などが

ルデザイン化

ツ・交流拠点

を図ります。

や地域のニー

園機能の再編

の見直しは、

どを踏まえ、

の南北軸とし

きるよう適正

や公共施設の

緑道のネッ

化の推進と

化の推進や、

メントの取組

くりを推進す

めるとともに

りのネットワ

国・北海道な

くりを推進し

用 

ウトナイ湖を

に恵まれてお

今後とも適

用マナーの向

り組みます。

成 

地に近接する

ます。 

公園は、パブ

が、安心して移

化を推進します

点として、既存

 

ーズ、公園の配

編を図ります。

みどりとオ

地域との合意

して、道路空間

正なみどりによ

のみならず、沿

ットワークの形

みどりの活

身近な公園や

組、子どもへの

する連携体制

に、市街地内

ワークづくり

などの関係機

します。 

をはじめ、広

おり、現行の

正に保全し

上に資する

 

海と山地・丘

リックスペー

移動できるよ

す。 

存施設の活用

配置状況、災

。 

ープンスペー

意形成を図り

間や河川空間

よるネットワ

沿道の住宅地

形成を図りま

活用の推進

や緑地を活用

の環境学習や

制の構築やま

内の都市公園

りを推進しま

機関との連携

広大な丘陵地

の法制度や条

ます。 

PR、市民活

丘陵地の自然

ースとしての

ように、バリ

用を促進する

災害時への対

ースの機能や

りながら進め

間を活用し、

ワークの形成

地や企業敷地な

ます。 

進 

用したまちづ

や学校教育に

まちづくり活

第Ⅲ

園など身近な

ます。 

携を深めると

地や市街地外

条例により保

活動団体や関

然、市街地を

の公園の価値を

リアフリー化を

るとともに、関

対応などを考慮

や代替手法、他

めます。 

自転車や歩行

成を図ります。

など、市民、

づくり活動、

におけるみど

活動を行う機
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なみどりの

とともに、

外延部に

保全され

関係機関

を貫く河

を高め

をはじ

関連施

慮し、

他の都

行者が

 

企業、

官民連

どりの活

機会や場

針 
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（２） 

①基本

 河川

する

 みど

緑化

 

②基本

ア 

 勇

系

 美

と

 ウ

お

 

イ 

 み

河

に

活

 そ

さ

 

ウ 

 苫

備

 豪

め

湿

 海

め

 

 

 

 

 

別方針 

水辺空間

本的な考え

川流域の自然

る整備や樽前

どり豊かな水

化、歩行者系

本方針 

自然環境

勇払川、美々

系に配慮した

美々川につい

と連携をとり

ウトナイ湖周

おり、交流人

みどりの南

みどりの南北

河川敷の緑化

に、まちと水

活用を促進し

その他の市街

さらに豊かな

防災機能

苫小牧市のシ

備を進めます

豪雨に対する

めます。また

湿地環境の保

海岸浸食が著

めるとともに

間 

え方 

環境や生態系

山の火山砂

水辺空間を形成

のネットワ

に配慮した

々川などの河

た河川及び湿

いては、ウト

りながら、美

周辺は、道の

人口の拡大に

南北軸を構

北軸を構成す

化や散策路の

水辺が融合し

し、地域の魅

街地を流れる

な生態系を有

を高める河

シンボルであ

す。 

る安全性を高

た、安平川に

保全に配慮し

著しい胆振海

に、市民に親

 

系の保全に努

防事業を進め

成することで

ークの整備と

た河川及び

河川やウトナ

湿地の保全・

ナイ湖周辺

美々川流域の

の駅「ウトナ

に向けて、自

構成する河

する錦多峰川

の整備などに

した空間形成

魅力向上を目

る主な河川（有

有する水とみ

河川・海岸

ある樽前山は

高めるため、

おける洪水な

しながら、河

海岸において

親しまれる海

努めるととも

めます。 

で、市街地に

と併せて、み

湿地の保全

ナイ湖、錦大沼

整備を進め

の環境の保全

の環境保全と

イ湖」やウ

自然環境に配

川空間の形

川、小糸魚川、

により、水とみ

を推進し、市

目指す「かわ

有珠川、勇払

みどりの空間

の整備 

は活火山であ

小糸魚川、小

などの災害発

河道内調整地

ては、人工リ

海辺となるよ

もに、治水上

に憩いと潤い

みどりの南北

全・整備 

沼などの湿地

、良好な水辺

全と再生を担

再生に向けた

トナイ湖野生

慮した観光拠

形成 

、苫小牧川、

みどりに親し

市民との協働

まちづくり

払川）につい

として、潤

ることから、

小泉の沢川、

発生の防止又

の整備を推進

ーフ（岩礁）

うな水辺空間

上の安全を確

いの場を提供

北軸の形成を

地については

辺空間の形成

担う重要な河

た事業を促進

生鳥獣保護セ

拠点を形成し

明野川など

しめる空間の

働による親水

＊」を推進し

いても、治水

いある水辺空

、樽前山火山

明野川など

又は軽減のた

進します。 

）や緩傾斜護

間の形成を図

確保し、氾濫

供し、道路や

を進めます。

は、自然環境

成を図ります

河川として、

進します。 

センターが立

します。 

の河川につい

の形成を図る

水空間の維持

します。 

上の安全を確

空間を形成し

山砂防事業や

どにおける改

ため、弁天沼

護岸などの整

図ります。 

濫水害に対

や住宅地の

 

境や生態

す。 

北海道

立地して

いては、

るととも

持管理や

確保し、

します。 

や環境整

改修を進

沼周辺の

整備を進
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４  都

 

【現状・課題

 苫小

区域

砕流

 ソフ

共助

 

【方針の体

都市防災

 

①基本

 苫小

を災

ネッ

図る

 

②基本

ア 

 市

ペ

 上

施

な

 公

時

 南

ー
 

別方針 

都市防

題】 

小牧市は、平

域に含まれて

流や泥流の危

フト・ハード

助による防災

体系】 

災の方針 

本的な考え

小牧市は、地

災害から守る

トワークの

ることによっ

本方針 

地震・津

市全体を災害

ペースの確保

上下水道、電

施設において

など防災・減

公共施設を活

時避難施設を

南北連絡軸や

ークの強化を

防災の方

平坦な市街地

ています。ま

危険性がある

の両面から災

災・減災まち

①基本的な

②基本方針

え方 

震・津波、洪

ため、これ

整備・強化

て、災害に強

波災害対策

害に強い都市

保、住宅密集

電気、電話施

て、耐震化や

減災対策を推

活用した避難

を確保します

や（仮称）苫

を図ります。
 

方針 

地であるため

また、樽前山

ると予測され

災害に強い都

ちづくりの取

な考え方 

針 ア

イ

ウ

エ

オ

洪水・土砂、

らの災害に対

を進めるとと

強い都市をつ

策 

市にするため

集地域の基盤

施設などのラ

や老朽化施設

推進します。

難所や福祉避

す。 

苫小牧登別通な

 

め、津波や洪

火山噴火に

ています。 

都市づくりに

取組が求められ

 

ア 地震・津波

 洪水・土砂

ウ 火山災害対

エ 火災対策 

オ 防災力の向

、火山などの

対する防災

ともに広域防

つくり、市民

め、道路の整備

盤整備、建築

イフライン

設の更新を推

 

避難所の確保

など、緊急時

水において、

おいても、市

に取り組み、

れています。

波災害対策 

砂災害対策 

対策 

向上 

の災害が想定

・減災対策、

防災拠点とな

民の安全・安

備や強靭化、

物の耐震化

施設、道路

進するととも

保・整備のほか

時の避難や緊

、広範囲の市

市街地の広範

災害対応力

。 

定されます。

要配慮者の

なる病院や公

安心な生活を

、公園・広場

・不燃化を進

・橋梁、河川

もに、BCP＊

か、民間施設

緊急輸送を支

市街地が浸水

範囲にわたっ

力の強化と、

市民の生命

の安全確保、

公園などの機

を守ります。

場などのオー

進めます。 

川・海岸施設

＊や避難計画

設と連携した

支える道路ネ

水想定

って火

自助・

命及び財産

防災情報

機能強化を

 

ープンス

設、港湾

画の作成

た津波一

ネットワ



 

 

イ 

 浸

な

合

 市

戒

定

 

ウ 

 樽

な

町

 国

視

り

 火

 

エ 

 市

ち

 商

観

り

 断

 

オ 

 地

連

 自

の

 地

救

 

 

 

洪水・土砂

浸水などの水

などの改修・

合的な治水対

市域には土砂

戒区域及び土

定し、災害に

火山災害

樽前山の噴火

ながら、避難

町などとの広

国、北海道な

視を行うとと

ります。 

火山噴火に伴

火災対策 

市街地におけ

ちづくりを進

商業地や建物

観点から、防

り、安全で安

断水時におい

防災力の

地域の防災力

連絡体制、通

自主防災組織

の向上などを

地域に応じて

救護対策の実

砂災害対策

水害を低減す

整備、公共

対策を進めま

砂災害危険箇

土砂災害警戒

に強い都市づ

対策 

火によって発

難広報、避難

広域的な連携

などの関係機

ともに、緊急

伴う泥流によ

ける火災の危

進めます。 

物が密集する

防火地域及び

安心な市街地

いても防火活

向上 

力の向上のた

通信機器の整

織に対する研

を図ります。

て避難体制や

実施体制の確

 

策 

するために、

共下水道（雨

ます。 

箇所（土石流

戒区域が指定

づくりを進め

発生する避難

難経路、避難手

携を図ります

機関及び大学

急時の避難や

よる被害の軽

危険を防ぐた

る地域など、

び準防火地域

地を形成しま

活動を実施で

ために、防災機

整備を進めま

研修会の開催

 

や被災時の応

確立など、実

安平川にお

水）及び都市

流危険渓流、急

定されている

めます。 

難活動を円滑

手段、避難所

す。 

学などの研究機

緊急輸送を支

軽減に向けて

ため、建築物の

延焼の危険が

域を適切に指定

ます。 

できるよう公

機関・研究機

ます。 

催や出前講座

応援態勢、ボ

実践的な緊急

ける河道内調

市下水道など

急傾斜地崩壊

ことから、土

に進めるため

所、災害弱者

機関と連携

支える道路、

、樽前山火

の耐震化や不

が予想される

定し、市街地

公園などに防火

機関・専門家

などを通じて

ランティアの

急時対策を強化

調整地の整備

どの各事業、

壊危険箇所）

土砂災害に対

め、防災に関

者に関する具

し、火山活動

、観測機器な

山砂防事業を

不燃化を促進

る地域におい

地の防災機能

火水槽の整備

家との連携を

て、市民一人

の活用体制な

化します。 

第Ⅲ

備など、河川

整備を推進

）と土砂災害

対する避難計

関する計画を

具体的対策や

動に対する警

などの整備充

を促進します

進し、災害に

いては、都市

能の維持・向

備を進めます

図り、情報の

人ひとりの防

などの確立、
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川・水路

進し、総

害特別警

計画を策

を踏まえ

や近隣市

警戒、監

充実を図

す。 

に強いま

市防災の

向上を図

す。 

の収集・

防災意識

、救援・

針 
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５  その他の都市施設の方針 

 

（１） 上水道 

①基本的な考え方 

 苫小牧市の水道は、主に市内西部地域に水を供給する錦多峰浄水場と、東部地域に水を供給す

る高丘浄水場の 2 つの浄水場により配水を行っています。 

 飲料水をはじめとする生活用水の安定的な供給は、市民の生活を支える基本的な条件と言えま

す。将来の水需要を勘案しながら、計画的で効率的な水道施設の更新を進めるとともに、水源

地域の環境保全に努め、良質な水の安定供給に努めます。 

 

②基本方針 

 良質な水を継続的に提供するため、経営基盤の安定化を図り、持続可能な水道事業の実現に努

めます。 

 樽前山麓の自然環境に育まれた良質な水道水源の保全に努めるとともに、安全で安心な水道水

を供給するため、徹底した管理体制の確立を目指します。 

 様々な災害に対し、被害を 小限にとどめる対策を進めるとともに、市民生活に影響を与えな

いよう緊急時の応急給水体制などを強化します。 

 

 

 

（２） 下水道 

①基本的な考え方 

 苫小牧市の下水道は市街地のほぼ全域に普及し、西町下水処理センター・高砂下水処理センタ

ー・勇払下水処理センターの３つの下水処理センターで、汚水の処理を行っています。 

 将来にわたり快適な生活環境を確保するため、公共水域の水質保全や雨水対策、老朽施設の計

画的な更新、下水道資源の有効利用を進め、持続可能な下水道の確保に努めます。 

 下水道事業計画区域外については、合併処理浄化槽などによる生活排水の適正処理を促進する

とともに、環境負荷低減に向けた普及啓発を推進します。 

 

②基本方針 

 計画的かつ効率的な下水道施設を整備することにより、下水道未接続の解消を進め、良好な環

境の保全と衛生的な生活の実現に努めます。 

 下水道施設の計画的な点検調査を行い、効率的に老朽化対策や耐震化対策を進め、安全で持続

的な処理機能の確保に努めます。 
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 汚泥の更なる減量化や、下水道資源の新たな有効利用の検討を進め、安定的かつ効率的な汚泥

処理システムの構築を目指します。 

 合併処理浄化槽などの個別処理施設の適切な維持管理に対する指導や啓発活動を推進します。 

 

 

 

（３） 廃棄物処理施設 

①基本的な考え方 

 ごみの減量とリサイクルの推進により、環境負荷を軽減し、効率的なごみ処理事業を推進する

とともに、市民の意識向上を図り「053（ゼロごみ）のまちとまこまい」の実現を目指します。 

 

②基本方針 

 廃棄物の適正かつ効果的な処理を進め、循環型社会の構築を目指し、廃棄物の減量と再資源化

を推進するため、廃棄物処理機能の効果的な運用を図ります。 

 廃棄物の減量とリサイクルを推進するため、リサイクルプラザ苫小牧の利用促進と環境教育の

充実を図ります。 

 

 

 

（４） 地域冷暖房施設 

①基本的な考え方 

 苫小牧市には熱供給施設により、周辺の公共施設や集合住宅、業務施設などに地中導管を通し

て温水による熱供給が行われ、暖房・給湯に利用されています。 

 今後とも安全で快適な地域熱供給に向けて、供給施設の適切な維持管理を行うとともに、地球

温暖化対策や省エネルギーの推進、産業の活性化に向けて、再生可能エネルギーや未利用エネ

ルギーを活用した環境負荷を低減する低炭素まちづくりを推進します。 

 

②基本方針 

 安定的に地域熱供給を受け快適で安全な住環境を確保するため、熱利用施設の設備修繕などを

計画的に行い、適切な維持管理に努めます。 

 既存の熱供給システムを活用しながら、再生可能エネルギーや工場排熱などの未利用エネルギ

ー、水素エネルギーの活用、コージェネレーション＊システムの導入など、エネルギーの有効

利用を図り、熱と電力を効率的に供給し、災害時においても安定したエネルギーの供給を可能

とする自立分散型エネルギーネットワークの拡大と普及を図ります。  
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（５） 市場 

①基本的な考え方 

 卸売市場は、長期的視点で市場全体の経営を展望し、生産者及び消費者から求められる安全か

つ安定的な生鮮食料品などの流通を促進するため、施設規模・機能の適正化を図ります。 

 

②基本方針 

 卸売市場は、施設の老朽化や今後の経営の展望を踏まえ、安全・安心で効率的な流通システム

への転換が図られるよう、市場全体の再編を図ります。 

 施設管理に当たっては、経営改善に向けて、指定管理者制度の導入など、官民が連携した管理

運営体制を構築します。 

 

 

 

（６） 火葬場 

①基本的な考え方 

 高丘霊葬場は、公衆衛生と公共の福祉の観点から、老朽化対策や機能再編などを進め、市民の

生活環境の維持向上を図ります。 

 

②基本方針 

 高丘霊葬場は、適切な老朽化対策を進めるとともに、多様化したライフスタイルに対応した機

能付加・再編など、施設の維持・更新を図ります。 
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（７） 公営住宅 

①基本的な考え方 

 市営住宅、道営住宅などの公共賃貸住宅の有効活用に向けて、住宅の需要・老朽化状況、人口・

世帯数の動向や将来推計を踏まえ、戸数減を含む適正な管理戸数の確保と、多様な世代が快適

に暮らせる住宅の供給を目指します。 

 公営住宅の建替えの際は、関連計画を踏まえながら都市拠点や生活拠点への移転建替えを目指

します。 

 

②基本方針 

 公営住宅の既存ストックを有効に活用するため、適切な点検・修繕、データ管理などを行い、

現状や将来的な需要見通しを踏まえ、各団地のあり方を考慮した上で、老朽化した団地の建替

えや修繕を計画的に推進します。 

 長期に渡って入居者が安全・安心な環境で暮らせる住環境を維持するため、定期的・計画的な

点検の実施と、点検結果に基づいた予防保全的な修繕や必要な改善を推進し、既存ストックの

長寿命化を図ります。 

 高齢化や世帯規模の縮小などのライフスタイルの多様化に対応し、誰もが安心して快適に暮ら

すことができる住宅整備を推進します。 

 将来都市構造の実現や地域コミュニティ形成の核となるよう、公営住宅の建替えの際は、都市

拠点や生活拠点への移転建替えを目指します。 

 

 

 

（８） 病院 

①基本的な考え方 

 苫小牧市立病院は、広域的な医療拠点（二次医療機関）であるとともに、災害時における拠点

病院であることから、継続的な医療を提供する重要な施設です。 

 将来を見据え、安定的に高度で専門的な医療を提供するため、病院機能の維持・充実を図りま

す。 

 

②基本方針 

 さらなる高度な医療を提供するため、病院機能の充実・強化に向けた施設の拡充を進めます。 

 災害時においても継続的な病院機能を確保するため、日常的な施設の修繕や計画的な改修を行

うなど、適切な施設の維持管理を行います。 
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２  西部西地域 

（１） 地域の現況と課題 

①地域の成り立ち 

西部西地域は、苫小牧市の市街地の中でも も西側に位置する地域で、錦岡地区は 1960 年代か

らの公営住宅団地の建設・整備に伴って人口が増加し、1970 年代後半以降、土地区画整理事業な

どによって大規模な宅地造成が進められ、良好な住宅市街地が形成されてきました。 

 

 

②西部西地域の現況 

【人口特性】 

 人口は微減傾向で、減少割合は大きくなっています。 

 高齢化率は 30.0%と、全市（25.8%）よりも若干高齢化が進行しており、今後も高齢化の進

行が予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総務省「平成 27 年国勢調査」の結果を基に、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人
口（平成 30（2018）年推計）」における各種比率を用いて推計。 

 

【土地利用】 

 双葉三条通（道道苫小牧環状線）沿いに商業施設、大学が立地し、その他は住宅が大半を占め、

小中学校が配置されています。 

 老朽建物割合は 60.1%と市全体（56.6%）より高くなっています。 

 住居系未利用宅地の箇所数が も多くなっています。（未分譲の宅地が多く残っています。） 

【都市機能の立地状況】 

 1998 年（平成 10 年）に苫小牧駒澤大学が開学し、苫小牧工業高等専門学校とともに、高

等教育機関が立地する市内唯一の地域となっています。 

 双葉三条通（道道苫小牧環状線）沿いに商業施設、大学、コミュニティ施設が立地しており、

他の地域と比べると、下表に示す全ての種類の施設が立地している唯一の地域となっています
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が、これらは地域内に分散している状況です。 

 保育所・幼稚園、認定こども園などの教育施設は、他地域に比べると多くありませんが、商業

施設や診療所など、日常生活に必要な施設は概ね立地しています。 

 

≪主な施設立地状況（H29.7 時点）≫ 

行政 

施設 
病院 診療所 

歯科 

診療所 
小学校 中学校 

高等 

学校 

高等専門

学校・ 

大学 

保育所 幼稚園 
認定こ

ども園 

文化・交

流施設 

公民館・

集会施設 

主な商

業施設 

1 1 8 10 3 2 1 2 1 1 1 1 3 7 

 

【交通】 

 錦岡駅が立地しています。 

 道南バスの錦西営業所があり、バスの発着拠点となっています。 

 道央自動車道の苫小牧西 I.C.が立地しています。 

【災害リスク】 

 海岸線から双葉三条通（道道苫小牧環状線）周辺まで、津波浸水想定区域に含まれています。 

【地域の生活行動・居住地選択理由 （市民アンケート調査結果より） 】 

 通勤・通学は、地域内を中心としながら、他地域にも分散する傾向にあります。 

 食料品・日用品の買い物は地域内、贈答品・買回り品の買い物は東部西地域が中心となってい

ます。 

 診療所・医院への通院は西部東地域と地域内、総合病院への通院は中央部中地域が多くなって

います。 

 飲食は地域内と中央部中地域、趣味・娯楽は地域内と東部西地域が多くなっています。 

 現在の居住地を選んだ理由としては、生活環境の良さ（閑静など）が も多くなっています。 
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③西部西地域の主な課題 

以上を踏まえ、今後の西部西地域における地域づくりの課題は、次のように整理できます。 

 

 地域内に分散した生活利便機能の集約化による生活拠点の形成 

 文教エリアとして大学・苫小牧高専と地域の連携 

 閑静で良好な住環境を維持しながら、高齢化に対応した安心して暮らせる環境の

実現 

 未利用地を活用した良好な住環境の形成 

 双葉三条通（道道苫小牧環状線）以南の地域における津波防災対策の実施 
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３  西部東地域 

（１） 地域の現況と課題 

①地域の成り立ち 

西部東地域は、小糸魚川、小泉の沢川、豊木川、苫小牧川など多数の河川が流れている地域とな

っています。鉄道より北側は、1960 年代後半に糸井団地が計画的に開発・整備され、1980 年代

にかけて土地区画整理事業などによって住宅地整備された地区となっています。 

 

②西部東地域の現況 

【人口特性】 

 人口規模は市内で も大きいものの、微減傾向となっており、他の地域に比べて減少割合が大

きくなっています。 

 高齢化率は 30.2%と、全市（25.8%）よりも若干高齢化が進行しており、今後も引き続き高

齢化が進むものと予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総務省「平成 27 年国勢調査」の結果を基に、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人
口（平成３０(2018)年推計）」における各種比率を用いて推計。 

 

【土地利用】 

 苫小牧白老通（国道 36 号）沿いには主に工業施設・業務施設が、双葉三条通（道道苫小牧環

状線）沿いには沿道型の商業施設が立地しており、その他は住居系の土地利用となっています。 

 老朽建物割合は 62.8%と市全体（56.6%）より高くなっています。 

【都市機能の立地状況】 

 日新町に公共施設と商業施設（専門店）が多く立地しています。 

 他の地域と比べると、診療所、保育所、幼稚園が も多く立地しており、商業施設も東部西地

域に次いで多く立地しています。 
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【交通】 

 糸井駅が立地しています。 

 双葉三条通（道道苫小牧環状線）に多数のバス路線が運行されています。 

 双葉三条通（道道苫小牧環状線）沿いに歩行者専用道の「木もれびの道」が整備されています。 

【災害リスク】 

 西側は双葉三条通（道道苫小牧環状線）周辺まで、東側は鉄道周辺まで、津波浸水想定区域に

含まれています。 

【地域の生活行動・居住地選択理由 （市民アンケート調査結果より） 】 

 通勤・通学は、地域内を中心としながら、他地域にも分散する傾向にあります。 

 食料品・日用品の買い物は地域内、贈答品・買回り品の買い物は東部西地域が中心となってい

ます。 

 診療所・医院への通院は地域内、総合病院への通院は中央部中地域が中心となっています。 

 飲食は地域内と中央部中地域、趣味・娯楽は地域内と市外が多くなっています。 

 これらの生活行動に伴う地域内外の移動にあたっては、他の地域に比べて、公共交通の利用割

合が高くなっています。 

 現在の居住地を選んだ理由としては、生活環境の良さ（閑静など）と生活利便性の良さが多く

なっています。 
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③西部東地域の主な課題 

以上を踏まえ、今後の西部東地域における地域づくりの課題は、次のように整理できます。 

 

 生活利便機能の更なる集積による生活拠点の機能強化 

 今後の高齢化に備えた、安心して暮らせる環境の実現 

 閑静な住環境を維持しながら、老朽化を迎えた住宅の更新や高齢者世帯と子育

て世帯の住み替え、中古住宅の流通の促進 

 市民・企業・行政の協働による、計画的に整備された道路・公園などを活用し

た住環境の維持・向上 

 双葉三条通（道道苫小牧環状線）以南における津波防災対策、地域内の河川に

おける洪水対策の実施 
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４  中央部西地域 

（１） 地域の現況と課題 

①地域の成り立ち 

中央部西地域における鉄道南側は、1950 年代後半に青葉地区において公営住宅団地が整備され、

1970 年代から高層住宅の公営住宅団地と一般住宅地が整備されました。鉄道北側については、

1960 年代から、土地区画整理事業を中心に計画的な住宅地が整備されました。 

 

②中央部西地域の現況 

【人口特性】 

 人口は微減傾向で、他の地域に比べ も減少割合が高くなっています。 

 高齢化率は 32.7%と他の地域に比べ も高く、今後も高齢化の進行が予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総務省「平成 27 年国勢調査」の結果を基に、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人
口（平成 30（2018）年推計）」における各種比率を用いて推計。 

 

【土地利用】 

 鉄道南側の一部に製紙工場が立地しているほか、苫小牧白老通（国道 36 号）・双葉三条通（道

道苫小牧環状線）・三条通沿いに商業施設、それ以外の大半が住居系の土地利用となっていま

す。 

 老朽建物割合は 64.4%と他の地域に比べ も高くなっています。 

 未利用宅地の箇所数・面積は少なく、1 箇所当たりの面積も小さくなっています。 

【都市機能の立地状況】 

 苫小牧白老通（国道 36 号）、双葉三条通（道道苫小牧環状線）、三条通の幹線道路沿いには小

規模な商業施設が立地しており、大型商業施設（食品スーパー）の立地もみられます。 

 行政施設と高等専門学校・大学以外は、どの施設も立地しており、特に病院は中央部中地域に

次いで多く立地しています。 
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【交通】 

 青葉駅が立地しています。 

 苫小牧白老通（国道 36 号）、双葉三条通（道道苫小牧環状線）と西町大通（大成大通）に、

多数の路線バスが運行されています。 

【災害リスク】 

 海岸線から鉄道南側まで、津波浸水想定区域に含まれています。 

 苫小牧川の洪水により、地域の大半が浸水想定区域に含まれています。 

【地域の生活行動・居住地選択理由 （市民アンケート調査結果より） 】 

 通勤・通学は、隣接する中央部中地域が も多くなっています。 

 食料品・日用品の買い物は地域内、贈答品・買回り品の買い物は東部西地域が中心となってい

ます。 

 診療所・医院への通院は地域内、総合病院への通院は中央部中地域と地域内が多くなっていま

す。 

 飲食と趣味・娯楽は、東部西地域と中央部中地域、それに地域内が多くなっています。 

 現在の居住地を選んだ理由としては、生活利便性と職場（学校）からの近さが多くなっていま

す。 
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③中央部西地域の主な課題 

以上を踏まえ、今後の中央部西地域における地域づくりの課題は、次のように整理できます。 

 

 隣接する都市拠点及び生活拠点へのアクセス性の向上 

 鉄北・鉄南地域における身近な生活を支える生活利便機能の確保 

 住み慣れた地域で安心して暮らせるための移動手段の充実 

 老朽化を迎えた住宅の更新や高齢者世帯と子育て世帯の住み替え、中古住宅の流

通の促進 

 津波や洪水の災害に対応した防災・減災対策の実施 
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５  中央部中地域 

（１） 地域の現況と課題 

①地域の成り立ち 

中央部中地域は、苫小牧市の都心となる地域で、住宅地の多くは 1950 年代後半に土地区画整理

事業によって整備された地域です。苫小牧駅周辺は、1970 年代後半に一部で市街地再開発事業に

より整備されましたが、近年は空き店舗などが増加しています。 

 

②中央部中地域の現況 

【人口特性】 

 人口は微減傾向で、減少割合は回復傾向となっています。 

 高齢化率は 28.0%と、全市（25.8%）よりも若干高齢化が進行しており、今後も高齢化の進

行が予測されます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総務省「平成 27 年国勢調査」の結果を基に、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人
口（平成 30（2018）年推計）」における各種比率を用いて推計。 

 

【土地利用】 

 商業地が苫小牧駅周辺と幹線道路沿いに形成されており、製紙工場のほか臨海部に工業地を形

成、その他は住居系の土地利用がなされています。 

 老朽建物割合は 64.3%と他の地域に比べ２番目に高くなっています。 

 未利用宅地の箇所数・面積は も少ないですが、青空駐車場の箇所数・面積が も多くなって

います。 

【都市機能の立地状況】 

 苫小牧駅周辺から苫小牧白老通（国道 36 号）にかけて商業施設、共同住宅などが立地し、苫

小牧白老通（国道 36 号）以南には市役所などの公共公益施設が集積しています。 

 災害拠点病院に指定されている苫小牧市立病院・王子総合病院をはじめ、病院及び歯科診療所

は市内で も多く立地しています。 

19,455 18,344 17,562 16,882
16,660 16,194 15,608 14,929 14,162 13,350

18.0%
20.9%

23.4%
28.0%

31.3% 33.0% 34.4% 35.7%
38.2% 39.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

H12
(2000)

H17
(2005)

H22
(2010)

H27
(2015)

H32
(2020)

H37
(2025)

H42
(2030)

H47
(2035)

H52
(2040)

H57
(2045)

人口 高齢化率（人） 推計値



第Ⅳ章 地域別構想 

88 

 双葉三条通（道道苫小牧環状線）以北の緑ケ丘公園には、多くの運動施設が立地しており、文

化・交流施設も も多く立地しています。 

 観光資源として、緑ケ丘公園、市民文化公園などの公園や、苫小牧市科学センターなどの文化

施設、ふるさと海岸などがあります。 

 診療所や商業施設、保育所や幼稚園など、日常生活に必要な施設が立地しています。 

 

≪施設立地状況（H29.7 時点）≫ 

行政 

施設 
病院 診療所 

歯科 

診療所 
小学校 中学校 

高等 

学校 

高等専門

学校・ 

大学 

保育所 幼稚園 
認定こ

ども園 

文化・交

流施設 

公民館・

集会施設 

主な商

業施設 

2 4 14 18 3 2 2 - 3 3 - 19※ 1 5 

※うち 6 施設は市街化調整区域に立地 

 

【交通】 

 苫小牧駅（特急停車）が立地しています。 

 苫小牧中央 I.C.（仮称）の整備が進められています。（平成 32 年度完成予定） 

 「支笏湖通（国道 276 号）の緑町～新中野町」の区間、「支笏湖通（国道 276 号）×双葉三

条通（道道苫小牧環状線）」「苫小牧白老通（国道 36 号）×駅前中央通（道道苫小牧停車場線）」

の箇所で渋滞が発生しています。 

【災害リスク】 

 双葉三条通（道道苫小牧環状線）～苫小牧白老通（国道 36 号）周辺まで、津波浸水想定区域

に含まれています。 

 苫小牧川の洪水により、地域の大半が浸水想定区域に含まれています。 

【地域の生活行動・居住地選択理由 （市民アンケート調査より）】 

 通勤・通学、食料品・日用品の買い物、通院、飲食、趣味・娯楽は、地域内が も多くなって

います。その他、飲食は東部西地域、趣味・娯楽は市外も多くなっています。 

 贈答品・買回り品の買い物は、東部西地域が多くなっています。 

 総合病院への通院や飲食、趣味・娯楽は他の地域からの移動先としても多くなっています。 

 現在の居住地を選んだ理由としては、生活利便性と交通利便性が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

  

中央部
中地域

西部
西地域

西部
東地域

中央部
西地域

中央部
東地域

東部
西地域

東部
東地域

贈答品・買回り品

市外

飲食

飲食

趣味・娯楽
診療所・医院
総合病院

食料品・日用品
通勤・通学

趣味・娯楽
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【中心市街地の対策（市民アンケート調査結果より）】 

 中心市街地の活性化のために取るべき対策については、「市の 重要課題として各種事業や取

組を集中的に行い中心市街地の魅力を向上させる」という意見が も多くなっていますが、「中

心市街地は重要であるが、他の事業とのバランスを考え、施策の進め方を再考すべき」という

意見も少なくありません。 

 中心市街地に必要な機能は、商業施設が も多く、次いで娯楽施設、飲食店となっています。 

 

 

③中央部中地域の主な課題 

以上を踏まえ、今後の中央部中地域における地域づくりの課題は、次のように整理できます。 

 

 苫小牧市の産業・生活を支える様々な都市機能を集積した都市拠点の形成 

 中心市街地の魅力アップと空き地・空き店舗の活用 

 苫小牧駅の広域交通結節点の機能強化と苫小牧市の顔となる空間づくり 

 苫小牧中央 I.C.（仮称）と市街地を結ぶ円滑なアクセス動線の確保 

 防災対策の実施による安全・安心な中心市街地の確保 
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６  中央部東地域 

（１） 地域の現況と課題 

①地域の成り立ち 

中央部東地域における住宅地の多くは、1960 年代に土地区画整理事業によって整備されました。

三光町は、1980 年代以降に開発行為で整備され、比較的新しい団地となっています。 

臨海部には、海からの玄関口であるフェリーターミナルや RoRo 船＊のターミナルなどの物流機

能のほか、海の駅ぷらっとみなと市場が立地しており、多くの観光客が来訪するエリアとなってい

ます。 

 

②中央部東地域の現況 

【人口特性】 

 人口はほぼ横ばい傾向となっています。 

 高齢化率は 23.0%と、全市（25.8%）よりも低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総務省「平成 27 年国勢調査」の結果を基に、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人
口（平成 30（2018）年推計）」における各種比率を用いて推計。 

 

【土地利用】 

 幹線道路沿いは商業地、臨海部は工業地、それ以外は住居系の土地利用がなされています。 

 老朽建物割合は 62.0%と市全体（56.6%）より高くなっています。 

 未利用宅地の箇所数・面積は少ないですが、青空駐車場の箇所数は中央部中地域に次いで２

番目に多くなっています。 

【都市機能の立地状況】 

 明野南通（国道 36 号）、明野北通（道道苫小牧環状線）、苫小牧白老通（双葉大通線）沿い

に商業・業務施設が立地しています。 

 診療所や保育所、幼稚園、商業施設など、日常生活に必要となる施設は概ね立地しています。 

 観光資源として海の駅ぷらっとみなと市場が立地しています。 

24,075 23,859 24,051 23,577 23,553 23,182 22,587 21,841 20,936 19,920

13.5%
16.8%

18.9%
23.0%

26.8%
29.0%

31.3%
33.5%

36.3%
38.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

H12
(2000)

H17
(2005)

H22
(2010)

H27
(2015)

H32
(2020)

H37
(2025)

H42
(2030)

H47
(2035)

H52
(2040)

H57
(2045)

人口 高齢化率（人） 推計値



第Ⅳ章 地域別構想 

95 

≪施設立地状況（H29.7 時点）≫ 

行政 

施設 
病院 診療所 

歯科 

診療所 
小学校 中学校 

高等 

学校 

高等専門

学校・ 

大学 

保育所 幼稚園 
認定こ

ども園 

文化・交

流施設 

公民館・

集会施設 

主な商

業施設 

1 1 13 9 2 1 1 - 3 3 1 1 2 4 

 

【交通】 

 苫小牧中央 I.C.（仮称）の整備が進められています。（平成 32 年度完成予定） 

 苫小牧港の本港地区は、フェリーや RoRo 船のターミナルなどにより、北海道経済を支える

とともに、道央圏発展の牽引力として大きな役割を果たしています。 

 「苫小牧白老通（国道 36 号）×緑町二条通」の箇所で渋滞が発生しています。 

【災害リスク】 

 海岸線から鉄道南側まで、津波浸水想定区域に含まれています。 

 苫小牧川の洪水により、鉄道北側の大半が浸水想定区域に含まれています。 

【地域の生活行動・居住地選択理由 （市民アンケート調査結果より） 】 

 通勤・通学は、地域内よりも東部西地域、中央部中地域、東部東地域が多くなっています。 

 食料品・日用品の買い物は地域内と東部西地域、贈答品・買回り品の買い物は東部西地域が中

心となっています。 

 診療所・医院への通院は地域内、総合病院への通院は中央部中地域が中心となっています。 

 飲食は中央部中地域と東部西地域に加え地域内、趣味・娯楽は地域内よりも中央部中地域と東

部西地域に加え、市外も多くなっています。 

 現在の居住地を選んだ理由としては、生活利便性と生活環境の良さ（閑静など）が多くなって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中央部
東地域

西部
西地域

西部
東地域

中央部
西地域

中央部
中地域

東部
西地域

東部
東地域 市外

通勤・通学

飲食

食料品・日用品

診療所・医院
総合病院

飲食 趣味・娯楽

趣味・娯楽

贈答品・買回り品
食料品・日用品

通勤・通学

飲食 趣味・娯楽
総合病院
通勤・通学



第Ⅳ章 地域別構想 

96 

 

③中央部東地域の主な課題 

以上を踏まえ、今後の中央部東地域における地域づくりの主な課題は、次のように整理できます。 

 

 生活利便機能が集積した生活拠点の形成 

 古くから形成された市街地における、今後の高齢化に備えた安心して暮らせる環

境の実現と市街地の更新 

 子育てに便利で環境の良いゆとりある住環境の維持・向上 

 雇用や生活を支える港湾物流機能の強化 

 海の駅ぷらっとみなと市場やフェリーターミナルなどの資源を活用した交流人口

の拡大 

 大規模自然災害などに強い港湾の形成 
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【みどりと水辺空間】 

 北ふ頭緑地（キラキラ公園）などにおける、官民が連携した公園管理やパークマネジメ

ントの促進 

【その他の施設】 

 卸売市場における、施設の老朽化や今後の経営展望を踏まえた市場全体の再編 
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７  東部西地域 

（１） 地域の現況と課題 

①地域の成り立ち 

東部西地域においては、1960 年代に苫小牧港（西港区）の建設が進められ、明野北通（道道苫

小牧環状線）より北側は主に工業団地として造成・分譲されましたが、現在では西側の一部に住宅

市街地が形成されています。明野北通（道道苫小牧環状線）より南側は、1980 年代から土地区画

整理事業によって整備され、明野南通（国道 36 号）にかけては工業団地と住宅市街地が、また臨

海部には、港湾による物流優位性から電力、石油精製、非鉄金属、配合飼料など多種多様な企業が

立地し、一大臨海工業地帯が形成されています。 

 

②東部西地域の現況 

【人口特性】 

 人口は微減傾向で、減少割合はほぼ横ばいとなっています。 

 高齢化率は 20.0%と、全市（25.8%）よりも低くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総務省「平成 27 年国勢調査」の結果を基に、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人
口（平成 30（2018）年推計）」における各種比率を用いて推計。 

 

【土地利用】 

 鉄道北側は、東西両端が住宅地となっており、その間は工業施設や業務施設が立地しています。 

 鉄道南側は、港湾関連施設や工業施設に特化した土地利用となっています。 

 老朽建物割合は 54.1%と、他の地域に比べ２番目に低くなっています。 

 未利用宅地の箇所数は少ないものの、１箇所あたりの面積が も大きくなっています。 

 

  

11,978 11,818
12,664 12,606 12,668

12,550
12,317 11,957 11,459 10,861

8.8%
12.0%

14.8%

20.0%

25.4%

29.6%

32.9% 34.7%
37.2% 38.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

H12
(2000)

H17
(2005)

H22
(2010)

H27
(2015)

H32
(2020)

H37
(2025)

H42
(2030)

H47
(2035)

H52
(2040)

H57
(2045)

人口 高齢化率（人） 推計値



第Ⅳ章 地域別構想 

102 

【都市機能の立地状況】 

 大型商業施設が も多く立地する地域で、明野南通（国道 36 号）沿いを中心に立地していま

すが、他の地域と比較すると、教育施設や交流・集会施設などの立地は多くない状況です。 

 このほか、業務施設、工業施設が多く立地しています。 

 

≪施設立地状況（H29.7 時点）≫ 

行政 

施設 
病院 診療所 

歯科 

診療所 
小学校 中学校 

高等 

学校 

高等専門

学校・ 

大学 

保育所 幼稚園 
認定こ

ども園 

文化・交

流施設 

公民館・

集会施設 

主な商

業施設 

- 1 5 5 1 1 1 - 1 - 1 - - 15 

 

【交通】 

 「明野南通（国道 36 号）×明野西一条通」「苫小牧港通（国道 36 号）×明野北通（道道苫

小牧環状線）」の箇所で渋滞が発生しています。 

【災害リスク】 

 臨海部の一部が津波浸水想定区域に含まれています。 

【地域の生活行動・居住地選択理由 （市民アンケート調査結果より） 】 

 通勤・通学、買い物、飲食、趣味・娯楽は、地域内が も多くなっています。 

 診療所・医院への通院は地域内に加え、中央部東地域、東部東地域が多く、総合病院への通院

は、中央部中地域に加え地域内も多くなっています。 

 特に、贈答品・買回り品の買い物は、他の地域からの移動先として多くなっています。 

 現在の居住地を選んだ理由としては、生活利便性と職場（学校）の近さが多くなっています。 
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③東部西地域の主な課題 

以上を踏まえ、今後の東部西地域における地域づくりの主な課題は、次のように整理できます。 

 

 産業集積地と住宅市街地の用途分化による、良好な住宅地と工業地の維持・保

全 

 都市拠点や隣接する生活拠点へのアクセス性の向上 

 明野南通（道道苫小牧環状線）沿道の街並みへの配慮、及び土地利用コントロ

ールによる沿道型商業施設の集積 

 港湾物流機能の強化に向けた、鉄道の南北をつなぐ道路ネットワークの強化 
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８  東部東地域 

（１） 地域の現況と課題 

①地域の成り立ち 

東部東地域の沼ノ端地区は、札幌や新千歳空港に近く、鉄道駅も立地しており、また苫小牧市の

産業が集積する港湾からも近い地域であるため、市内の中でも交通利便性の高い地域となっていま

す。 

1980 年代から土地区画整理事業によって、住宅地、流通・軽工業地が整備され人口流入が進ん

でおり、市内で唯一人口が増加している地域となっています。 

勇払地区は、苫小牧市の起源となった地区であり、工業集積地となっているとともに、それらを

支える市街地も形成されています。 

 

②東部東地域の現況 

【人口特性】 

 市内で唯一、人口が増加傾向にあります。 

 高齢化率は 12.8%と、全市（25.8%）の中で も低くなっていますが、その後は急激な高齢

化が予想されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※総務省「平成 27 年国勢調査」の結果を基に、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人
口（平成 30（2018）年推計）」における各種比率を用いて推計。 

 

【土地利用】 

 沼ノ端地区では、沼ノ端駅周辺と明野南通沿いに商業施設や公共施設が立地し、その他は住居

系の土地利用となっています。勇払地区は、住居と軽工業が混在した土地利用がなされていま

す。 

 老朽建物割合は 31.1%と も低くなっています。 

 未利用宅地の箇所数は２番目に多く、１箇所あたりの面積も２番目に大きくなっています。 
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【都市機能の立地状況】 

 沼ノ端駅周辺に教育施設、公共施設、商業施設が立地しており、勇払地区に、教育施設や公共

施設が立地しています。 

 観光資源として、ウトナイ湖とその周辺の道の駅やウトナイ湖野生鳥獣保護センターのほか、

勇払地区に立地する勇武津資料館、勇払開拓史跡公園、勇払マリーナなどがあります。 

 地域内に病院は立地していませんが、診療所が西部東地域に次いで多く立地しており、保育所

や幼稚園も他の地域と比べ多くなっています。 

 

≪施設立地状況（H29.7 時点）≫ 

行政 

施設 
病院 診療所 

歯科 

診療所 
小学校 中学校 

高等 

学校 

高等専門

学校・ 

大学 

保育所 幼稚園 
認定こ

ども園 

文化・交

流施設 

公民館・

集会施設 

主な商

業施設 

2 - 15 11 4 3 - - 3 3 1 3 3 4 

 

【交通】 

 沼ノ端駅（一部の特急停車）が立地しています。 

 道央自動車道の苫小牧東 I.C.や日高自動車道の沼ノ端西及び東 I.C.が近接しています。 

 「臨海北通（道道上厚真苫小牧線）×臨海東通（道道苫小牧環状線）」で渋滞が発生していま

す。 

【災害リスク】 

 沿岸部から沼ノ端地区の鉄道南側まで、津波浸水想定区域に含まれています。 

 勇払川・安平川の洪水により、勇払地区の大半と沼ノ端地区の東側の住宅地の一部が浸水想定

区域に含まれています。 

【地域の生活行動・居住地選択理由 （市民アンケート調査結果より） 】 

 通勤・通学は、地域内に加え市外が多くなっています。 

 食料品・日用品の買い物は地域内に加え東部西地域、贈答品・買回り品の買い物は東部西地域

が多くなっています。 

 診療所・医院への通院は地域内、総合病院への通院は中央部中地域が中心となっています。 

 飲食は東部西地域と地域内、趣味・娯楽は東部西地域と地域内に加え、市外が多くなっていま

す。趣味・娯楽では市外が地域内を上回っています。 

 現在の居住地を選んだ理由としては、生活利便性と職場（学校）の近さ、生活環境の良さ（閑

静など）が多くなっています。 
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③東部東地域の主な課題 

以上を踏まえ、今後の東部東地域における地域づくりの主な課題は、次のように整理できます。 

 

 子育て世帯にとって暮らしやすく、閑静で良好な住環境の保全に向けた土地利

用の純化とコントロール 

 日常生活を支える生活利便機能や、近隣の産業・雇用を支える都市機能が集積

した利便性の高い生活拠点の形成 

 勇払地区における移動手段の確保 

 室蘭本線南側の市街地や勇払地区、臨海部における、災害時の避難経路・避難

施設などの確保と防災・減災対策の実施 
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９  苫東地域 

 

（１） 地域の現況と課題 

①地域の成り立ち 

苫東地域における開発は、北海道総合開発計画において重要な施策として位置付けられ、1995

年（平成 7 年）に「苫小牧東部開発新計画」が策定されました。1997 年（平成 9 年）には「苫

小牧東部開発新計画の進め方について」が策定され、1999 年（平成 11 年）に株式会社苫東が設

立、2008 年（平成 20 年）には「進め方」の第２期が策定され、関係機関により各施策が実施さ

れている状況です。 

2018 年（平成 30 年）3 月末現在、苫東地域には 118 の企業等が立地しており、そのうち、

操業しているものは 91 となっています。 

 

②苫東地域の現況 

【土地利用／都市機能の立地状況】 

 自動車関連産業、製造業、食関連産業、エネルギー関連産業、物流関連産業、リサイクル関連

産業などの工業施設が立地しています。 

 工業系土地利用に特化しているため、生活に必要な機能は立地していない状況です。 

 弁天沼やその周辺においては、貴重な樹林帯や湖沼、生態系を有する豊かな自然環境が形成さ

れています。 

【交通】 

 地域内には、日高自動車道の沼ノ端東 I.C.と苫東中央 I.C.があり、道央自動車道の苫小牧東 I.C.

と連絡しています。 

 苫小牧港（東港区）を有し、周辺には物流・エネルギー・リサイクル関連の施設が多く立地し

ています。 

【災害リスク】 

 日高自動車道以南の地域の大半が津波浸水想定区域に含まれています。 

 

③苫東地域の主な課題 

以上を踏まえ、今後の苫東地域における地域づくりの主な課題は、次のように整理できます。 

 苫小牧市の国際競争力を高める更なる企業立地の推進 

 貴重な自然環境や生態系の保全と活用 

 苫小牧港（西港区、東港区）、新千歳空港への交通ネットワークの強化 

 雇用や産業を支える港湾物流機能の強化 

 地震などの災害に強い港湾の形成 
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１  基本的な考え方 

（１）官民連携による取組 
 

まちづくりは、そこに住む市民、立地する企業やまちづくり団体などだけでできるものではなく、

また、行政だけでできるものでもありません。例えば、まちの活性化のために、地域のイベントや

お祭りといったソフト事業を行う場合、拠点となる広場や練り歩くプロムナード＊といった気の利

いたハード施設が伴ってないと効果的ではありません。 

これらの都市基盤の整備は行政の役割であり、地域の発意によるイベントを成功させるためには、

ハード・ソフト両面にわたる実践、いわば官民の一体的な取組が必要です。 

まちづくりは、まちの将来ビジョンを市民、企業、団体などと行政の協働で作成・共有化し、そ

れぞれの役割を認識しながら具体的な取組のプログラムを協働で構築し、計画から実施まできちん

と進められているか、また、その後の社会経済状況の変化にどう対応していくかといった全体マネ

ジメントが基本となります。 

これまでのまちづくりは、どちらかと言えば行政主導のまちづくりに偏っていたため、市民、企

業、団体などは個別の参加に留まっていました。今後、少子高齢化・人口減少が進む中、一層地域

の課題は複雑化し、行政のみでは課題の解決やまちづくりを進めることには限界があります。この

ため、苫小牧市都市計画マスタープランを実現するには、市民、企業、NPO・まちづくり団体、行

政が将来都市像やまちづくりの方向性を共有化し、それぞれの責任のもと、適切な役割分担と官民

連携によるまちづくりを進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その先駆けとして、苫小牧市では「公共サービス民間提案制度」による協働のまちづくりに取り

組んでいます。この制度は、現在、市が実施している事業の内容やコストを公表し、民間からの知

恵とアイディアが盛り込まれた提案を募り、その内容が市民にとって有益であれば、より良い形で

業務委託を進めることで、協働によるまちづくりの実現を目指す制度です。 

  

≪これまでのまちづくり≫ ≪これからのまちづくり≫ 

市民 

企業 

NPO 
まちづく
り団体 

行政 

将来ビジョンの
共有化と官民連
携のまちづくり 

市民 

企業 
NPO 
まちづく
り団体 

行政 
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（２）役割分担のイメージ 
 

今後の苫小牧市のまちづくりを担う市民、企業、NPO・まちづくり団体、行政が果たすべき役割

としては、次のようなものが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 「新しい公共」と呼ばれる新たなまちづくりの担い手として、個人や

企業、行政でもまかなうことが難しい、例えば地域における教育や子

育て、防犯や防災、福祉、環境保全などの社会的なニーズに対応しま

す。 

 きめ細かい地域の課題に応える柔軟な事業・活動を通して、社会的な

役割を果たします。 

 まちづくりの主役である市民は、身近な地域環境に関心を持ち、積極

的にまちづくりに参画することが必要です。 

 具体的には、まちづくりの担い手として地域住民と生活上の助け合い

を行うとともに、地域のルールづくりやまちづくり活動、更には、公

共施設の維持・管理や協力などに関わるほか、行政に対してまちづく

りの提言を行うことなどが考えられます。 

 自らの生産活動の維持や発展に際して、まちづくりに対する理解と社

会的責任を認識し、例えば緑化の推進などに積極的に協力、貢献して

いくことが必要です。 

 都市計画マスタープランを実現する担い手として、事業活動を通して

積極的に社会的貢献を果たします。 

 庁内連携のもと、都市計画マスタープランに基づく施策・事業の着実

な進行と管理を行います。 

 まちづくりのサポーターあるいはコーディネーターとして、市民、企

業、NPO・団体などに各種の情報提供と周知、更にはまちづくり活動

への支援を行います。 

 官民連携の多様な取組として、例えば、指定管理者制度や民間資金を

活用した社会資本整備（PFI）の導入などについての検討を行います。 

 苫小牧市は北海道の太平洋側に位置する都市であり、交通や産業面な

どで広域的な役割を担っていることから、国や北海道、周辺市町との

連携・調整を図ります。 

市民の役割 
 
① ま ち づ く り の 主

役・担い手 

②様々なまちづくり

に参画 

③行政へのまちづく

りの提言 

NPO・団体の役割 
 

①社会的ニーズに対

応した新たなまち

づくりの担い手 

②地域課題に応える

事業や活動 

企業の役割 
 
①まちづくりに対す

る理解と協力 

②事業活動を通した

社会的貢献 

行政の役割 
 

①都市計画マスター

プランの進行管理 

②まちづくり活動へ

の支援 

③官民連携の取組の

導入検討 

④国、道、周辺市町

との連携・調整 
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２  進行管理 

 

都市計画マスタープランに定める各種施策の実現に向けては、社会経済情勢の変化を見極めなが

ら、長期的な見通しに立って取り組む必要があり、実施過程を明らかにしながら適切な政策判断を

行う必要があります。 

そのため、持続可能なまちづくりという視点に立ち、Plan（計画策定）、Do（計画の実行）、Check

（実行成果の点検・評価）、Action（改善）の 4 工程からなる、PDCA サイクル手法により進行管

理を行い、効率性や経済性などから効果の高い事業実施をめざします。 

一方、市民は、様々な官民連携のまちづくりに参加することを通じて、行政が実施する都市施設

整備などのまちづくりの実施状況について把握・チェックし、自らのまちづくり活動の見直しや行

政への見直しの提言を行っていくことが求められます。また、行政は、市民による提言を踏まえ、

行政が実施する都市施設整備などのまちづくりや、市民主体のまちづくりについても見直していく

必要があります。 

 

 

 

■ＰＤＣＡサイクルによる進行管理のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan（計画策定）  
マスタープランの策定 

Do（計画の実⾏）  
施策、事業の実施 

Check（点検･評価）  
施策、事業の成果管理 

Action（改善）  
計画・施策の⾒直し 
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３  エリアマネジメントの導入 

 

都市拠点や生活拠点の形成にあたっては、官民連携のもと、地域自らがまちづくりに取り組む「エ

リアマネジメント」の導入が必要です。 

エリアマネジメントは、「地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるための、住民・

事業主・地権者などによる主体的な取組」と定義され、快適で魅力的な環境の創出や美しい街並み

の形成による資産価値の保全・増進などに加えて、地域のブランド力の形成や安全・安心な地域づ

くり、良好なコミュニティ形成、地域の伝統・文化の継承など、ソフトな領域のものも含むもので

す。 

エリアマネジメントが必要とされる背景には、①人口減少社会において、コンパクトシティの形

成に代表されるように、既存ストックの有効活用や運営（マネジメント）の必要性が高まっている

こと、②活力に富む地域を持続させていくためには、地域特性に応じた地域の魅力づくりが重要で

あり、このことが地域の資産価値の維持・向上につながること、③成熟社会においては「生活の質

の向上」、「心の豊かさ」が求められ、社会貢献や地域活動など自分達の力で地域を変えていこうと

する機運が高まっていること、などがあげられます。 

また、エリアマネジメントには、次ページ示すような効果が期待できることから、都市拠点や生

活拠点といった特性の異なる地域の拠点づくりにあっては、こうしたエリアマネジメント手法の導

入が効果的です。 

拠点形成に関わるエリアマネジメントのイメージは、下記に示すとおりであり、地域自らがまち

づくりに取り組む様々な事業に対して、行政の適切な支援を含め、官民連携によるまちづくりを推

進する必要があります。 

 

 

 

■拠点形成に関わるエリアマネジメントのイメージ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【構成メンバー】 
 
・商店街 
・企業 
・NPO 
・まちづくり団体 
・町内会 
・地域住民  など 

【事業イメージ】 
 

○地域の資源や課題の把握 
○地域ビジョン共有化と事業
プログラムの構築 

○イベント、見守りなどの事
業実施 

○地域の広場、歩行者空間、
その他公共施設などの管理 

 （指定管理者制度） 

企業、NPO、団体など 

行政 

提案 

連携/参画 

支援 
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【参考：エリアマネジメントの効果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：地方創生まちづくり－エリアマネジメント－（内閣官房・内閣府）） 

 

 

 

（１）快適な地域環境の形成とその持続性の確保 

 住民・事業主・地権者のみならず、就業者・来街者にとっても快適で質の高い環境の形成が図

られる。 

 建築物や道路・公園などの公共施設の整備と併せて、その場所に相応しい活動がなされるよう

な継続的な仕組みを整えることで、快適な地域環境を形成し、環境を持続する仕組みがつくら

れる。 

 

（２）地域活力の回復・増進 

 地域の活力の回復・維持、さらには増進が期待される。例えば、中心市街地においては、来街

者が増えて活気を取り戻したり、空き店舗が減少して経済活動が活性化していくことが期待で

きる。 

 

（３）資産価値の維持・増大 

 エリアマネジメントの実施に伴い、土地・建物の資産価値が高まることが期待される。美しい

街並みや安全で快適な環境が形成されることで、土地・建物の不動産価値が下落しにくくなっ

たり、不動産の売却が比較的容易になったりするなど、市場性を維持することが期待される。 

 

（４）住民・事業主・地権者などの地域への愛着や満足度の高まり 

 住民・事業主・地権者などの地域への愛着や満足度が高まることが期待される。その結果エリ

アマネジメントへの参画意識が高まり、活動が充実化していくとともに、住民の定住促進や事

業主の継続性など、地域の求心力が高まることによる更なる効果が期待される。 
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１ 都市計画マスタープランの改定体制 

（１）庁内体制 
【部長会議】 

役割：都市計画マスタープランの基本方向、基本方針を作成する。 

構成：正副市長及び各部長で構成する。 

 

【次長課長会議】 

役割：施策の検討や部署間の連携・調整を行う。 

構成：関係課長で構成する。 

 

（２）苫小牧市都市計画マスタープラン改定検討委員会 
役割：素案の中で、まちづくりに関する課題や目指すべきまちの将来像などについて、各界から

の幅広い意見と提案を反映する。 

構成：学識経験者及び有識者で構成する。 

 [委員] 学識経験者（都市計画、公共交通、建築）及び有識者（農業、経済、福祉）／６名 

区 分 氏 名 所 属 職 名 備 考 

学識経験者 ◎ 田 村   亨 北海商科大学 教 授 都市計画 

学識経験者   下タ村 光 弘 苫小牧工業高等専門学校 教 授 公共交通 

学識経験者   内 海 佐和子 室蘭工業大学大学院工学研究科 准教授 建 築 

有識者   丹 羽 秀 則 苫小牧市農業委員会 会 長 農 業 

有識者   宮 本 知 治 苫小牧商工会議所 会 頭 経 済 

有識者   柳 谷 昭次郎 苫小牧市社会福祉協議会 会 長 福 祉 

◎：委員長 

 

（３）苫小牧市都市計画審議会 
役割：市長が諮問する都市計画マスタープラン改定案に対して審議を行い、答申する。 

構成：市議会議員、学識経験者及び市民意見の代表者で構成する。 

 [委員] 市議会議員（４人）、学識経験者（５人）、市民意見の代表者（６人）／15 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

改定検討委員会 

＜庁内体制＞ 

次長課長会議 

まちづくり推進課 

部 長 会 議 

調整 

調整・連携 

案の調整 

市 議 会 

都市計画審議会 

提言 

設置 

答申 

諮問 

報告 
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（４）市
市民

査を実

【調査概

対 象

配布・

回答期

配布数

回収数

【アンケ

Ⅰ 回

Ⅱ 現

Ⅲ 苫

Ⅳ 住

Ⅴ こ

Ⅵ 苫

（５）地
「苫

域の市

ランへ

【開催概

日 時

会 場

参加者

 

（６）パ
「第

集する

【実施概

意見募

資料の

意見の

市民アンケ
民の意見を計

実施しました

概要】 

象 

・回収方法 

期間 

数 

数 

ケート項目】 

回答者属性（

現在の住まい

苫小牧市にお

住まいの動向

これからの苫

苫小牧市のま

地域別懇談
苫小牧市都市

市民にとって

への意見収集

概要】 

時 
平成 2
18：0

場 苫小牧

者 

西部西
中央部
中央部
東部東

ブリックコ
第 2 次苫小牧

るため、平成

概要】 

募集期間 

の入手方法 

の提出方法 

ケート調査
画策定の参考

。 

苫小牧市

郵送配布

平成 28

3,000

1,125

（性別・年齢、

いの状況（住ん

おけるまちづく

向（現在の居住

苫小牧市のまち

まちづくりに関

談会 
計画マスタ

身近な「地域

集を図りました

29 年（201
00～20：3

牧市役所 9 階

西地域 ９名 
部西地域４名 
部東地域６名 
東地域 ６名 

コメント 
牧市都市計画

30 年度（2

平成 3

市のホ
・まち
・市民
・勇払
・各コ
・ＣＯ
・植苗

電子メ

査 
考とするため

市内に居住す

布・郵送回収

8 年（2016

票 

票（回収率

、家族人数、

んでいる地域

くりの評価

住地を選択し

ちづくり（行

関するご意見

ープラン」に

域別構想」に

た。 

7 年）11 月
0 

 会議室 

 西部東地
 中央部中
 東部西地
 合   

画マスタープ

2018 年度

30 年度（20

ホームページ
ちづくり推進
民情報コーナ
払出張所 
コミュニティ
ＯＣＯＴＯＭ
苗ファミリー

メール、ファ

め、無作為に

する 18 歳以

収 

6 年）11 月

37.5%） 

職業） 

域、目的別外

（満足度と重

した理由、住

行政サービス

見（自由意見

について、広

について、地

月 20 日（月

地域 １２名
中地域 ５名
地域  ３名

計 ４５名

※地域別

プラン」を策定

）にパブリ

018 年度）

ジからダウンロ
進課（市役所８
ナー（市役所２

センター（の
ＭＡ 
ーセンター 

ックス、書面

に抽出した

上の市民 

9 日（水）～

外出頻度と外出

重要度、苫小牧

住み続け意向、

スの水準、中心

見記入） 

※調査結果

広く市民の方

地域ごとに意

） 

 
 
 
 

別懇談会の結果

定するにあた

ックコメン

の 30 日間 

ロード、また
８階） 
２階） 

のぞみ・豊川

面の持参又は

3,000 名を

～11 月 25

出先、主な交

牧市のイメー

住替えたい

心市街地、公

果は、「資料編

方々に周知を

意見を頂き、

果は、「資料編

たり、市民の

トを実施予定

たは以下の公共

川・住吉・沼

は郵送 

を対象にアン

日（金） 

交通手段など

ージ色） 

い理由） 

公共交通につ

編」をご覧く

を図るととも

都市計画マ

編」をご覧く

の皆様からの

定。 

共施設で入手

ノ端） 

ンケート調

） 

いて） 

ください。 

もに、各地

マスタープ

ください。 

の意見を募

手 
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２ 用語集 

※ページ番号は、初出のページ番号を記載 

【あ】 

アダプトプログラム[P29]： 

市民と行政が協働で進めるまち美化プログラムのこ

と。アダプト（ADOPT）とは英語で「○○を養子にす

る」の意味。一定区画の公共の場所を養子にみたて、市

民がわが子のように愛情をもって面倒をみ（＝清掃美化

を行い）、行政がこれを支援する制度。 

苫小牧市においては、「トマコマイクリーンアップ・

サポーター制度」を設け、平成 29 年時点で 37 団体・

3 個人 1,870 名が加入し、主にパークゴルフ場や街

路･公園等の清掃が行われている。 

 

エリアマネジメント[P16]： 

地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上

させるための、住民・事業主・地権者などによる主体的

な取組をいう。快適で魅力的な環境の創出や美しい街並

みの形成による資産価値の保全・増進などに加えて、ブ

ランド力の形成や安全・安心な地域づくり、良好なコミ

ュニティ形成、地域の伝統・文化の継承など、ソフトな

領域のものも含む。 

 

オープンスペース[P27]： 

敷地内で、建築物が建っていない空地で、⼀般の⼈々

に開放された空間。 

 

【か】 

可住地面積[P23]： 

市街化区域の面積から非可住地（工業専用地域、臨

港地区、特別工業地区に指定される地域及び道路、河

川・湖沼、公園緑地等）を除いた「居住可能な土地」の

面積。 

 

かわまちづくり[P56]： 

河口から水源地まで様々な姿を見せる河川とそれに

繋がるまちを活性化をするため、地域の景観、歴史、文

化及び観光基盤などの「資源」や地域の創意に富んだ「知

恵」を活かし、市町村、民間事業者及び地域住民と河川

管理者の連携の下、実現性の高い水辺の整備・利用に係

る取組。 

 

 

グリーンツーリズム[P28]： 

みどり豊かな農山漁村でゆっくりと滞在し、訪れた

地域の人々との交流を通じて、その自然、文化、生活、

人々の魅力に触れ、農山漁村でさまざまな体験などを楽

しむ余暇活動のこと。 

 

高次都市機能[P26]： 

行政機能、商業機能、医療機能、教育機能、文化機

能など、周辺市町村からの利用も対象とした、質の高い

サービスを提供する機能。 

 

コージェネレーション[P61]： 

天然ガス、石油、LP ガス等を燃料として、エンジン、

タービン、燃料電池等の方式により発電し、その際に生

じる廃熱も同時に回収するシステム。 

 

コミュニティガーデン[P73]： 

地域住民が主体となり、地域の中に共同で造成・維

持管理する庭や花壇のこと。 

 

コレクティブハウス[P38]： 

それぞれが独立した専用の住居と、リビングや食堂

などの共用空間を持ち、皆が集い、食事をする等、生活

の一部を共有するような住まい方の住宅。 

 

【さ】 

シビックプライド[P39]： 

市民が都市に対してもつ誇りや自負、愛着のこと。 

 

【た】 

都市的土地利用[P36]： 

都市生活または都市活動を営み、住宅地や工業地、

商業地、公園など市街地として利用する土地のこと。 

 

【は】 

パークマネジメント[P28]： 

住民・ＮＰＯ・企業・行政が連携しながら、総合的

かつ戦略的に公園全体と公園施設の一体的な管理運営

を行う仕組みを導入し、住民・ＮＰＯ・企業の柔軟かつ

優れたアイデアや活力により、新たな魅力の創出を図る

こと。 
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バスロケーションシステム[P50]： 

GPS 等を用いてバスの位置情報を収集し、バス停の

表示板や携帯電話、パソコンに情報提供するシステム。 

 

パブリックスペース[P26]： 

不特定多数の人が利用できる公共性の高い空間。 

 

BCP[P58]： 

Business Continuity Plan（業務継続計画）の略。

災害時に特定された重要業務が中断しないこと、また万

一事業活動が中断した場合に目標復旧時間内に重要な

機能を再開させ、業務中断に伴う顧客取引の競合他社へ

の流出、マーケットシェアの低下、企業評価の低下など

から企業を守るための経営戦略のこと。バックアップシ

ステムの整備、バックアップオフィスの確保、安否確認

の迅速化、要員の確保、生産設備の代替などの対策を実

施する。 

 

プロムナード[P121]： 

フランス語（promenade）で「散歩」あるいは「散

歩道・遊歩道」を意味し、ここでは歩行者が安全で快適

に歩くことができる散策道のことを指す。 

 

分節型・集約型都市構造[P15]： 

 人口減少・高齢化が進む中、基幹的な公共交通の軸上

に集約拠点の形成を促進し、行政や医療・福祉、商業等、

生活に必要な各種機能の集積を図り、地域公共交通ネッ

トワークとの連携により、日常生活が身近な地域で可能

となるコンパクトな都市構造のこと。 

 

ポートサービス[P51]： 

港湾で受けることのできる港湾運送、通関、倉庫、

船舶代理などのサービス。 

 

【ま】 

MICE[P28]： 

企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修

旅行（Incentive Travel）、国際機関・団体、学会等が

行う国際会議（Convention）、展示会・見本市、イベ

ント（Exhibition/Event）の頭文字のことであり、多

くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総

称のこと。 

 

 

モビリティ・マネジメント[P19]： 

１人１人のモビリティ（移動）が、社会的にも個人

的にも望ましい方向（過度な自動車利用から公共交通等

を適切に利用する等）に変化することを促す、コミュニ

ケーションを中心とした交通政策のこと。 

 

モーダルシフト[P50]： 

人や貨物の輸送手段を転換することをいう。旅客に

おいては、自家用車から環境負荷の小さい鉄道・バス等

の公共交通機関へ転換することを指す。 

 

【や】 

ユニバーサルデザイン[P17]： 

あらかじめ、障害の有無、年齢、性別、人種等に関

わらず多様な人々が利用しやすいよう都市や生活環境

をデザインする考え方。 

 

【ら】 

リダンダンシー[P45]： 

「冗長性」、「余剰」を意味する英語であり、国土計

画上では、自然災害などによる障害発生時に、一部の区

間の途絶や一部施設の破壊が全体の機能不全につなが

らないように、予め交通ネットワークやライフライン施

設を多重化したり、予備の手段が用意されている様な性

質を示す。 

 

RORO 船[P94]： 

主に貨物運送に用いられる、トレーラーシャーシや

商品車を自走により積み卸しする荷役方式の船舶のこ

と。Roll-On Roll-Off 船。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


